
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」

　
　
　
ー
旧
刑
法
制
定
ま
で
ー
ー

の
盗
罪

藤

田

正

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
明
治
三
年
頒
布
さ
れ
た
新
律
綱
領
は
、
旧
幕
府
法
を
う
け
継
ぎ
つ
つ
明
清
律
に
依
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
封
建
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
と
し
て
の
数
々
の
特
徴
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
、
こ
こ
に
取
上
げ
る
「
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

商
家
の
番
頭
・
手
代
・
丁
稚
、
農
家
の
雇
い
人
・
作
男
、
手
工
業
者
の
弟
子
奉
公
人
、
華
士
族
の
家
令
な
ど
、
ま
た
下
男
・
下
女
な
ど
の

家
内
使
用
人
等
々
、
雇
傭
関
係
に
お
け
る
被
傭
者
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
の
者
が
雇
傭
主
の
財
産
を
窃
取
し
た
場
合
に
一
般
の
窃
盗
よ
り

重
く
罰
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

　
こ
の
規
定
は
、
他
の
、
身
分
秩
序
に
関
わ
る
多
く
の
規
定
ー
1
華
士
族
に
寛
刑
を
施
す
閏
刑
（
官
吏
に
も
適
用
さ
れ
る
）
、
家
族
内
の

長
幼
親
疎
の
序
列
や
、
ま
た
官
吏
の
地
位
の
序
列
に
従
っ
た
刑
の
序
列
、
等
1
と
な
ら
ん
で
、
身
分
と
職
業
の
一
致
・
固
定
化
と
い
う

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
展
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
〇

封
建
社
会
の
あ
り
方
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
維
新
以
降
の
急
激
な
社
会
的
・
政
治
的
変
動
が
こ
う
し
た
封
建
刑
法
の
そ
の

ま
ま
の
存
続
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
も
と
よ
り
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
社
会
的
身
分
の
流
動
化
と
密
接
で
あ
っ
た
こ
の
種
の
規
定
に
お
い

て
そ
の
こ
と
は
顕
著
に
現
れ
る
。

　
「
雇
人
盗
」
の
規
定
は
、
刑
法
体
系
が
西
欧
法
の
導
入
に
よ
っ
て
新
た
な
編
成
を
示
す
旧
刑
法
の
制
定
ま
で
基
本
的
に
は
存
続
す
る
も

の
の
、
そ
の
間
に
は
幾
多
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
国
家
が
い
か
な
る
も
の
を
コ
雇
人
盗
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
い
か
に
秩
序
づ
け
ん
と
し
て
い
た
か
を
み
よ
う
。

　
明
治
三
年
二
月
に
頒
布
さ
れ
た
新
律
綱
領
は
、
そ
の
賊
盗
律
中
に
「
奴
碑
盗
家
長
財
物
」
の
条
を
置
き
、
次
の
如
く
規
定
し
て
い

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヅ
ヵ
リ
ニ
ソ

　
　
凡
奴
碑
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
凡
盗
二
準
シ
テ
論
ス
管
守
者
ハ
一
等
ヲ
加
へ
罪
流
三
等
二
止
ル

す
な
わ
ち
、
使
用
人
・
雇
い
人
が
そ
の
雇
い
主
の
財
産
を
盗
ん
だ
場
合
に
は
、
一
般
の
窃
盗
よ
り
も
重
く
罰
す
る
、
と
い
う
規
定
で
あ

る
。
明
治
初
年
に
新
政
府
の
定
め
た
「
仮
刑
律
」
で
は
、
「
親
属
相
盗
」
条
で
、
「
奉
公
人
」
に
つ
い
て
「
若
奉
公
人
主
家
之
財
ヲ
盗
モ
ノ

ハ
常
人
二
二
等
ヲ
加
へ
旦
雇
加
勢
ノ
者
ハ
一
等
ヲ
加
フ
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
、
使
用
人
・
雇
い
人
が
雇
い
主
の
財
産
を
盗
む
類
型
を
親

属
相
盗
（
同
一
親
族
内
の
者
相
互
間
の
窃
盗
、
親
兄
弟
の
も
の
を
盗
む
類
）
の
一
類
型
と
す
る
の
は
明
清
律
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
、
明
清
律
で
は
そ
の
場
合
凡
盗
に
一
等
減
ず
る
と
す
る
の
に
対
し
、
仮
刑
律
が
二
等
内
至
一
等
加
え
る
と
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
原



則
の
変
更
で
あ
っ
て
、
後
に
ふ
れ
る
間
題
が
す
で
に
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
新
律
綱
領
で
は
、
仮
刑
律
の
こ
の
項
が
独
立
さ
れ
た
の
で
あ

る
。　

「
奴
碑
」
・
コ
雇
人
」
に
つ
い
て
は
、
名
例
律
中
「
称
奴
碑
雇
人
」
条
に
定
義
規
定
が
あ
る
。

　
　
凡
官
吏
並
二
華
士
族
ノ
家
二
給
侍
役
使
ス
ル
男
女
ヲ
奴
碑
ト
称
シ
卒
庶
人
ノ
家
二
役
使
ス
ル
者
ハ
雇
人
ト
称
シ
奴
碑
ト
称
ス
ル
事
ヲ

　
　
得
ス

こ
こ
で
「
奴
碑
」
と
「
雇
人
」
の
別
は
、
そ
の
雇
主
の
身
分
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
そ
れ
は
雇
い
主
の
身
分
差
の
う
ち
に
、
雇
傭
条
件
等

の
社
会
的
に
定
型
化
さ
れ
た
雇
い
人
の
態
様
の
差
を
も
含
む
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
こ
の
コ
雇
人
」
の
定
義
が
動

揺
を
続
け
る
こ
と
に
見
る
如
く
、
身
分
秩
序
の
維
持
を
柱
と
す
る
律
は
そ
の
基
礎
た
る
身
分
そ
の
も
の
を
自
ら
は
定
型
化
し
得
な
い
、
と

い
う
間
題
の
萌
芽
が
こ
こ
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ア
ヅ
カ
リ
ニ
ン

　
「
管
主
者
」
は
、
こ
こ
で
は
「
家
長
」
に
そ
の
財
物
の
保
管
・
管
理
を
委
託
さ
れ
た
者
を
さ
す
が
、
そ
の
前
提
に
は
「
監
守
」
の
概
念
が

あ
る
。
「
監
守
」
と
は
「
監
臨
主
守
」
の
略
で
あ
り
、
「
監
臨
」
と
は
、
官
庁
の
（
上
級
）
官
吏
が
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
人
及
び
物
に
対
す

る
立
場
を
い
い
、
同
時
に
特
定
の
事
案
に
つ
い
て
自
己
の
支
配
下
に
入
っ
た
人
及
び
物
に
対
す
る
立
場
を
も
い
う
と
さ
れ
、
ま
た
「
主
守
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
は
、
官
庁
の
（
下
級
）
官
吏
が
具
体
的
に
管
理
す
る
官
物
や
囚
人
に
対
す
る
立
場
を
い
う
と
さ
れ
る
。
「
監
守
」
は
、
し
た
が
っ
て
、
官

吏
の
犯
罪
に
関
す
る
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
、
賊
盗
律
中
の
「
監
守
自
盗
」
（
監
守
が
自
己
の
管
理
下
に
あ
る
も

の
を
自
ら
盗
む
）
・
「
常
人
盗
」
（
監
守
以
外
の
者
が
官
物
を
盗
む
）
、
職
制
律
中
の
「
私
借
官
物
」
（
後
述
）
各
条
が
代
表
的
で
あ
る
。

　
「
凡
盗
」
は
一
般
の
窃
盗
を
さ
し
、
「
準
シ
テ
論
ス
」
と
い
う
場
合
は
、
名
例
律
「
称
同
罪
」
条
に
よ
っ
て
、
一
般
の
量
刑
は
同
等
に

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
羅
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
｝
一



　
　
　
早
法
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四
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

扱
う
が
、
刑
の
上
限
が
流
三
等
と
な
る
。

　
こ
の
条
に
つ
い
て
、
明
治
五
年
二
月
一
四
日
、
司
法
省
は
太
政
官
に
次
の
如
き
伺
を
提
出
し
た
（
『
法
規
分
類
大
全
』
ー
以
下
「
大
全
」

と
略
称
す
る
1
刑
法
門
一
・
壬
二
一
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
「
今
般
人
民
保
護
ノ
為
メ
年
季
奉
公
人
身
売
買
二
均
シ
キ
類
ハ
」
厳
禁
せ
ら
れ
、
ま
た
「
娼
妓
芸
妓
ヲ
解
放
ス
ル
ニ
至
リ
向
今
後
雇

　
　
人
等
皆
本
分
自
主
ノ
権
ヲ
保
有
ス
ル
事
ヲ
得
テ
家
長
ト
錐
ト
モ
束
縛
牽
制
ス
ル
事
ヲ
得
サ
ル
」
こ
と
と
な
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
、

　
　
コ
雇
人
タ
ル
者
」
従
来
以
上
に
「
信
誼
ヲ
以
テ
其
義
務
ヲ
尽
ス
ニ
注
意
ス
ヘ
キ
筈
」
で
あ
る
の
に
、
「
本
分
自
主
ノ
権
ヲ
得
ル
ニ
因

　
　
リ
テ
遂
二
心
得
違
ヲ
致
シ
劫
テ
家
長
ヲ
欺
岡
侮
蔑
シ
其
財
物
ヲ
窃
取
ス
ル
者
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
」
家
長
は
そ
の
「
権
利
ヲ
失
ヒ
」
、
結

　
　
局
再
び
雇
人
を
「
束
縛
牽
制
」
す
る
弊
に
陥
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
て
は
、
「
上
下
相
保
チ
各
々
権
利
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
御
趣
意
二
相

　
　
戻
」
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
奴
碑
盗
家
長
財
物
律
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
伺
は
左
院
で
審
議
の
上
、
二
月
二
〇
日
「
異
存
無
之
候
」
と
答
申
さ
れ
（
同
上
）
、
二
七
日
太
政
官
三
六
六
号
を
以
て
次
の
改
正
が

布
告
さ
れ
た
（
同
上
）
。

　
　
　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
条
（
…
…
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ゾ
ヵ
リ
ニ
ノ

　
　
凡
人
二
雇
ハ
ル
者
其
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
メ
ハ
凡
盗
一
二
等
ヲ
加
へ
管
守
者
ハ
又
一
等
ヲ
加
へ
加
ヘ
テ
死
二
入
ル
其
管
守
者
私
二
自
ラ

　
　
借
用
シ
及
ヒ
人
二
貸
与
ス
ル
者
モ
亦
同
シ

　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
附
例
（
…
…
ω
）

　
　
　
ハ
タ
コ
ヤ
カ
ノ
ク
ラ
　
　
　
　
ソ
ヨ
ク
ニ
ソ
セ
ノ
ト
ウ
ヒ
キ
ヤ
ク
マ
コ
ン
ヤ
リ
キ

　
　
凡
旅
店
貸
蔵
及
ヒ
雇
工
船
戸
脚
夫
馬
子
車
丁
等
人
ノ
寄
託
ス
ル
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
井
二
管
守
者
ト
罪
同



　
ま
ず
、
名
称
が
「
奴
碑
盗
…
…
」
か
ら
コ
雇
人
盗
…
…
」
に
変
更
さ
れ
た
。
後
述
す
る
司
法
省
四
二
号
布
達
に
み
る
如
く
、
「
奴
碑
」
の

概
念
は
消
滅
し
、
従
来
の
奴
碑
・
雇
人
と
も
に
「
雇
人
」
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ω
で
は
、
新
律
綱
領
が
凡
盗
に
準
ず

る
と
し
た
雇
人
盗
を
、
凡
盗
に
一
等
加
重
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
管
守
者
は
凡
人
に
二
等
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

刑
の
上
限
も
引
上
げ
ら
れ
、
流
三
等
（
”
懲
役
一
〇
年
）
か
ら
死
刑
も
科
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
管
守
者
」
が
家
長
の
財
物
を

「
私
借
」
す
る
類
型
を
新
設
し
、
盗
と
同
じ
く
論
ず
る
こ
と
と
し
た
。
②
は
、
仮
刑
律
の
「
日
雇
加
勢
ノ
者
」
の
概
念
を
拡
張
し
、
一
時

的
な
委
託
契
約
に
基
づ
く
財
物
の
管
理
者
で
あ
る
者
も
こ
こ
に
い
う
「
管
守
者
」
と
み
な
す
こ
と
と
し
、
そ
れ
ら
の
者
に
よ
る
横
領
犯
も

雇
人
盗
の
一
類
型
と
し
て
凡
盗
に
二
等
を
加
え
る
、
と
し
た
、
新
設
の
規
定
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
点
も
新
律
綱
領
に
比
し
て
著
し
い
重
刑

化
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
布
告
と
同
日
、
司
法
省
は
第
四
二
号
布
達
を
以
て
「
人
二
雇
ハ
ル
者
」
等
の
定
義
を
行
な
う
（
後
述
）
と
と
も
に
、
改

正
の
趣
旨
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
（
大
全
・
刑
法
門
丁
壬
コ
ー
二
頁
）
。

　
　
「
先
般
人
民
保
護
ノ
タ
メ
年
季
奉
公
ノ
類
ヲ
制
禁
シ
雇
人
等
自
主
ノ
権
ヲ
得
ル
」
こ
と
に
な
り
家
長
が
こ
れ
を
「
従
前
ノ
如
ク
…
…

　
　
束
縛
牽
制
ス
ル
事
ヲ
得
サ
ル
」
こ
と
と
な
っ
た
。
従
来
は
コ
雇
人
ヲ
責
ム
ル
ノ
律
未
タ
厳
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
」
「
勢
ノ
然
ラ
シ
ム
ル

　
　
所
」
に
よ
り
「
家
長
タ
ル
者
束
縛
牽
制
シ
テ
僅
三
雇
人
ヲ
使
役
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
に
、
コ
雇
人
ヲ
責
ム
ル

　
　
ノ
律
」
は
そ
の
ま
ま
に
「
年
季
奉
公
ノ
類
」
の
み
を
禁
止
す
る
と
き
は
、
「
雇
人
等
独
リ
自
主
ノ
権
ヲ
得
テ
家
長
ハ
却
テ
自
主
ノ
権

　
　
ヲ
失
」
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
雇
人
に
対
す
る
規
制
を
強
め
て
「
雇
人
等
ヲ
シ
テ
畏
避
ス
ル
所
ア
」
ら
し
め
、
か
つ
「
人
二

　
　
事
ル
ノ
義
務
ヲ
尽
」
さ
し
め
、
他
方
家
長
も
「
亦
タ
之
ヲ
使
役
シ
之
二
委
託
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
事
無
」
か
ら
し
め
て
「
上
下
両
ナ

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
三



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
四

　
　
カ
ラ
保
護
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
御
趣
意
」
で
あ
る
。

　
右
の
布
達
は
先
の
司
法
省
伺
と
同
趣
旨
で
あ
っ
て
、
年
期
奉
公
に
規
制
を
加
え
た
五
年
一
〇
月
二
九
五
号
布
告
に
よ
っ
て
被
傭
者
の
地

位
が
強
化
さ
れ
、
家
長
H
雇
傭
者
の
従
来
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
司
法
省
ー
太
政
官
の
姿
勢
が
、
こ
の
改
正
に
み
る
著
し

い
重
刑
化
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
恐
れ
は
、
こ
の
時
点
で
は
む
し
ろ
観
念
的
で
あ
っ
て
、
当
時
の
刑
法
体
系

上
も
、
た
と
え
ば
雇
人
が
家
長
の
「
教
令
二
違
犯
ス
ル
」
場
合
の
家
長
の
懲
戒
権
を
認
め
て
い
る
（
懲
戒
し
て
致
死
の
場
合
も
新
律
綱
領

で
答
五
〇
、
改
定
律
例
で
徴
役
七
〇
日
、
過
失
致
死
は
無
罪
、
と
著
し
く
軽
い
1
闘
殴
律
中
「
殴
家
長
」
条
）
な
ど
、
両
者
の
身
分
差

に
も
と
づ
い
て
刑
法
上
の
地
位
に
著
し
い
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
実
際
の
雇
傭
関
係
を
み
て
も
、
雇
傭

者
は
被
傭
者
の
親
あ
る
い
は
親
族
等
の
身
元
保
障
を
期
待
で
き
、
ま
た
多
く
被
傭
者
に
同
居
義
務
を
負
わ
せ
、
内
至
は
居
所
指
定
権
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
な
ど
、
単
な
る
雇
傭
関
係
を
超
え
た
優
越
し
た
地
位
を
依
然
と
し
て
有
し
て
い
た
。

　
な
お
、
①
の
「
私
二
自
ラ
借
用
シ
及
ヒ
人
二
貸
与
ス
ル
者
」
と
い
う
の
は
、
職
制
律
中
「
私
借
官
物
」
条
の
類
型
を
と
り
入
れ
た
も
の

で
あ
る
。
新
律
綱
領
の
当
該
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
凡
監
臨
主
守
私
二
監
守
ス
ル
所
ノ
官
物
ヲ
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
転
借
ス
ル
者
証
書
ナ
キ
ハ
監
守
盗
二
準
シ
テ
論
シ
罪
流
三
等
二
止
ル

　
　
証
書
ア
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減
ス
其
監
守
人
二
非
ス
シ
テ
借
ル
者
ハ
常
人
盗
二
二
等
ヲ
減
シ
罪
徒
三
年
二
止
ル
若
シ
自
己
ノ
物
ヲ
以
テ
官
物

　
　
二
抵
換
ス
ル
者
罪
亦
同

右
の
如
く
、
官
吏
に
よ
る
横
領
に
類
す
る
行
為
を
、
そ
れ
が
「
借
用
」
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
「
証
書
」
の
あ
る
場
合
は
、
盗
罪
と
区
別

し
た
「
私
借
」
の
類
型
に
該
る
も
の
と
し
、
官
吏
の
盗
罪
よ
り
二
等
を
減
ず
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
私
借
」
の
概
念
を
雇
人
の



犯
罪
に
導
入
し
た
の
が
、
上
記
の
改
正
で
あ
る
。

　
こ
の
条
は
六
年
二
月
次
の
如
く
改
正
さ
れ
（
一
五
日
）
、
同
月
一
七
日
太
政
官
五
八
号
を
以
て
布
告
さ
れ
た
。

　
　
凡
監
臨
主
守
監
守
ス
ル
所
ノ
官
ノ
財
物
ヲ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
転
借
シ
及
ヒ
自
己
ノ
物
ヲ
以
テ
官
物
二
抵
換
ス
ル
者
ハ
監
守
自

　
　
盗
ト
罪
同
監
守
人
二
非
ス
シ
テ
借
用
シ
情
ヲ
知
ル
者
ハ
罪
同
知
ラ
サ
ル
者
ハ
坐
セ
ス

こ
の
改
正
を
上
申
し
た
同
年
一
月
二
五
日
付
司
法
省
伺
は
、
改
正
の
理
由
に
つ
い
て
、
前
記
五
年
一
一
月
の
雇
人
盗
家
長
財
物
条
改
正
に

よ
っ
て
、
雇
人
に
よ
る
家
長
の
財
物
の
私
借
の
方
が
官
吏
に
よ
る
官
物
の
私
借
よ
り
も
重
く
な
っ
た
の
で
、
「
権
衡
適
当
」
す
る
よ
う
改

正
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
大
全
・
刑
法
門
丁
壬
三
頁
）
。
そ
の
結
果
、
こ
の
改
正
で
は
、
新
律
綱
領
が
明
清
律
に
な
ら
っ

て
「
証
書
」
の
有
無
に
よ
っ
て
扱
い
を
分
け
て
い
た
の
を
や
め
、
す
べ
て
「
証
書
」
な
き
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
、
し
か
も
綱
領
が

監
守
盗
に
準
じ
て
論
じ
刑
の
上
限
を
流
三
等
と
し
て
い
た
の
を
監
守
自
盗
と
同
じ
く
論
ず
る
こ
と
と
し
た
（
死
刑
ま
で
科
す
）
。
ま
た
、

非
監
守
人
に
よ
る
私
借
の
場
合
「
情
ヲ
知
ル
者
」
は
監
守
人
と
同
等
に
扱
わ
れ
、
「
自
己
ノ
物
ヲ
以
テ
官
物
二
抵
換
ス
ル
者
」
も
同
様
と

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
私
借
」
の
類
型
は
、
名
の
み
残
る
も
の
の
実
質
的
に
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
条
は
、
改
定
律
例
に
至

っ
て
、
私
借
の
対
象
が
「
銭
糧
」
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
「
事
未
タ
発
覚
セ
ス
シ
テ
完
備
ス
ル
」
場
合
の
特
例
を
設
け
た
（
第
一
〇
六

条
）
ほ
か
、
そ
の
ま
ま
引
き
つ
が
れ
た
（
第
一
〇
五
条
－
後
出
）
。

　
上
記
の
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
条
」
に
つ
い
て
、
六
年
五
月
、
す
な
わ
ち
改
定
律
例
公
布
の
直
前
、
さ
ら
に
改
正
の
議
が
起
っ
た
。

五
月
二
日
司
法
省
は
、
本
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
「
平
民
ノ
監
守
者
」
と
「
官
ノ
監
守
者
」
と
の
間
に
不
権
衡
が
起
き
「
甚
不
都
合
」
に
つ

き
、
至
急
改
正
し
た
い
、
と
の
伺
を
太
政
官
に
提
出
し
た
（
大
全
．
刑
法
門
一
．
三
二
貢
）
。
す
な
わ
ち
、
右
条
に
よ
れ
ば
雇
人
盗
は
凡
盗

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
五



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
六

に
一
等
、
管
守
者
は
さ
ら
に
一
等
を
加
え
る
の
で
あ
る
で
あ
る
か
ら
、
凡
盗
よ
り
も
一
等
重
い
常
人
盗
お
よ
び
二
等
重
い
監
守
盗
と
量
刑

の
点
で
は
そ
れ
ぞ
れ
同
等
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
賊
の
価
額
が
一
〇
〇
円
を
越
え
る
と
価
額
の
区
切
り
方
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
賊
の

価
額
が
等
し
く
て
も
量
刑
に
差
が
出
て
き
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
雇
人
の
管
守
者
が
家
長
の
金
一
二
〇
円
を
盗
ん
だ
場
合
凡
盗
に
二
等
加

え
て
絞
に
該
る
が
、
官
吏
で
あ
る
監
守
が
官
金
一
五
〇
円
を
盗
ん
だ
場
合
は
終
身
懲
役
で
あ
る
。
賊
の
多
い
「
平
民
ノ
監
守
者
」
の
方
が

少
な
い
「
官
ノ
監
守
者
」
よ
り
も
重
く
な
る
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。

　
太
政
官
は
五
月
一
七
目
付
指
令
で
こ
の
改
正
を
み
と
め
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
改
定
律
例
（
明
治
六
年
六
月
一
三
日
太
政
官
二
〇
六
号
布
告
）

「
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
第
一
四
三
条
と
な
っ
た
。
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
律

　
　
第
百
四
十
三
条
　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
常
人
盗
ヲ
以
テ
論
シ
管
守
者
自
ラ
盗
ム
者
ハ
監
守
盗
ヲ
以
テ
論
ス
若
シ
管
守
者

　
　
　
私
二
自
ラ
借
用
シ
及
ヒ
人
二
転
借
醜
送
ス
ル
者
罪
亦
同
シ

右
の
改
正
は
、
窃
盗
・
監
守
盗
・
常
人
盗
で
一
〇
〇
円
以
上
の
賊
の
価
額
の
区
切
り
方
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
不
都
合
」
を

回
避
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は
、
右
の
如
く
雇
人
盗
に
監
守
盗
・
常
人
盗
の
類
型
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
述
の

雇
人
盗
の
重
刑
化
が
こ
の
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
と
も
か
く
「
不
都
合
」
は
回
避
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
本
来
官

物
に
対
す
る
官
吏
の
犯
罪
に
関
す
る
類
型
で
あ
る
監
守
・
常
人
盗
を
私
人
間
の
盗
罪
に
適
用
し
た
点
は
、
重
大
な
変
更
で
あ
っ
て
、
後
に

問
題
と
な
る
点
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
記
五
年
一
一
月
の
「
雇
人
盗
家
長
財
物
附
例
」
は
、
改
定
律
例
第
一
四
四
条
と
な
っ
て
、
次
の
如
く
改
め
ら
れ
た
。



　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ
コ
ヤ
カ
ン
ク
ラ
ヤ
　
　
　
シ
ヨ
ク
ニ
ソ
セ
ン
ト
ウ
ニ
モ
チ
マ
ゴ
ク
ル
マ
ヒ
キ

　
第
百
四
十
四
条
　
凡
客
塵
倉
戸
及
ヒ
工
人
舟
子
脚
夫
馬
丁
車
力
等
一
時
雇
ヲ
受
ク
ル
者
ト
錐
モ
其
寄
託
ス
ル
所
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
ハ
井

　
　
　
二
管
守
者
ト
罪
同
シ

「
附
例
」
と
対
比
す
る
と
、
「
一
時
雇
ヲ
受
ク
ル
者
ト
難
モ
」
の
規
定
が
新
た
に
加
わ
っ
て
い
る
（
こ
の
点
は
後
述
）
。

二

　
す
で
に
み
た
如
く
、
改
定
律
例
に
よ
っ
て
雇
人
盗
の
類
型
・
量
刑
と
も
に
確
定
し
た
が
、
こ
の
後
、
行
為
者
た
る
「
雇
人
」
の
意
義
を

め
ぐ
っ
て
種
々
の
議
論
が
起
っ
た
。

　
先
に
ふ
れ
た
五
年
二
月
の
司
法
省
布
達
四
二
号
で
は
コ
雇
人
」
に
つ
い
て
次
の
如
く
定
義
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
五
年
二
月
太

政
官
三
六
六
号
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
条
」
に
い
う
「
人
二
雇
ハ
ル
者
」
と
は
、
「
諸
官
員
並
宮
華
士
族
ノ
家
令
扶
従
執
事
随
従
僕
碑

農
工
商
等
ノ
番
頭
手
代
丁
稚
一
切
男
女
ノ
年
雇
月
雇
旦
雇
二
至
ル
迄
ヲ
概
シ
テ
申
ス
」
、
ま
た
、
「
附
例
」
に
い
う
「
旅
店
貸
蔵
」
云
々
と

は
「
人
ノ
寄
託
ヲ
受
ヶ
管
守
者
二
均
シ
ク
其
物
品
ヲ
大
切
二
可
取
扱
類
ヲ
申
ス
」
。
た
だ
し
、
前
記
改
定
律
例
第
一
四
四
条
で
「
附
例
」
が

一
部
変
更
さ
れ
、
「
一
時
雇
ヲ
受
ク
ル
者
」
と
い
う
規
定
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
雇
人
の
定
義
の
う
ち
、
「
一
切
男
女
ノ
年

雇
月
雇
日
雇
二
至
ル
迄
」
の
、
少
な
く
と
も
「
目
雇
」
は
第
一
四
三
条
に
い
う
コ
雇
人
」
か
ら
除
か
れ
、
そ
の
者
が
「
管
守
者
」
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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た
と
き
に
の
み
第
一
四
四
条
に
よ
っ
て
コ
雇
人
」
と
み
な
さ
れ
る
、
と
の
変
更
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
司
法
省
は

六
年
一
二
月
一
〇
目
一
九
〇
号
布
達
で
、
上
記
四
二
号
布
達
に
よ
る
「
雇
人
」
の
定
義
は
「
不
都
合
ノ
儀
有
之
二
付
今
後
戸
籍
屈
済
以
上

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
七



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
八

ノ
者
ヲ
雇
人
ト
称
ス
可
ク
候
」
と
し
た
（
大
全
・
刑
法
門
丁
ゴ
西
四
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
今
後
は
「
雇
人
」
と
は
そ
の
旨
の
戸
籍
届
出
の
あ

っ
た
も
の
に
限
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
明
治
四
年
の
「
戸
籍
法
」
で
は
、
同
居
の
被
傭
者
は
雇
傭
主
の
籍
に
入
る
と
さ
れ
、
同
じ
被
傭
者
で
も
通
い
の
者
は
別
の
戸

籍
に
編
成
さ
れ
た
。
ま
た
他
管
か
ら
来
た
者
は
、
滞
在
九
〇
日
以
上
に
及
べ
ば
「
寄
留
」
の
手
続
が
必
要
で
、
そ
の
際
「
戸
主
傭
主
請
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

等
証
印
ス
ル
」
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
「
雇
人
」
の
定
義
を
戸
籍
届
出
の
有
無
に
よ
っ
て
な
し
得
る
と
し
た
の
は
、
次

の
税
則
に
よ
っ
て
そ
れ
を
厳
密
に
把
握
し
得
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
年
の
初
め
、
す
な
わ
ち
明
治
六
年
一
月
三
〇
日
太
政
官
三
一
号
布
告
「
僕
碑
馬
車
人
力
車
駕
籠
乗
馬
遊
船
等
諸
税
規
則
」
（
以
下

「
僕
稗
税
則
」
と
略
称
）
は
、
そ
の
第
一
条
で
「
皇
族
ノ
外
華
士
族
平
民
二
至
ル
迄
家
事
用
向
二
使
用
致
シ
候
従
僕
ノ
類
」
（
第
一
則
）
お
よ

び
「
下
碑
」
（
第
二
則
）
に
課
税
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
、
か
か
る
「
僕
碑
」
の
「
生
国
出
所
姓
名
年
齢
等
」
を
「
各
其
主
人
」
よ
り

戸
長
へ
届
出
る
こ
と
（
第
四
則
）
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
無
届
で
「
僕
碑
」
を
抱
置
い
た
者
に
過
料
と
し
て
税
額
の
五
倍
を
課
す
、
と

す
る
罰
則
規
定
（
第
五
条
）
を
含
ん
だ
。
た
だ
し
、
「
農
工
商
其
職
業
ノ
為
メ
使
用
致
シ
候
分
」
、
す
な
わ
ち
「
農
ノ
作
男
工
ノ
弟
子
商
ノ

手
代
等
ノ
類
」
は
男
女
と
も
無
税
と
さ
れ
た
（
第
三
則
）
か
ら
、
実
際
に
は
、
こ
の
「
僕
碑
税
則
」
に
よ
っ
て
捉
え
得
る
の
は
、
五
年
一

一
月
の
司
法
省
布
達
四
二
号
で
い
う
「
諸
官
員
並
宮
華
士
族
ノ
家
令
扶
従
執
事
随
従
僕
碑
」
等
の
う
ち
「
僕
碑
」
の
部
分
、
す
な
わ
ち
下

級
の
家
内
使
用
人
の
、
し
か
も
限
ら
れ
た
部
分
で
あ
り
、
右
布
達
の
「
農
工
商
等
ノ
番
頭
手
代
丁
稚
」
等
は
捕
捉
の
対
象
外
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
う
し
た
限
定
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
税
則
は
コ
雇
人
」
を
捉
え
る
有
力
な
根
拠
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
如
く
、
す
べ
て
の
雇
人
が
戸
籍
上
あ
る
い
は
税
則
上
登
録
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
き
に
（
ま
し
て
や
届
出
に
よ



っ
て
そ
の
身
分
が
創
設
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
き
に
）
、
そ
の
登
録
さ
れ
な
い
雇
人
を
い
か
に
扱
う
か
、
と
い
う
問
題
を
こ
の
一
九
〇
号

布
達
は
惹
起
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
布
達
の
直
後
か
ら
続
々
司
法
省
に
出
さ
れ
た
地
方
庁
の
「
伺
」
に
対
し
、
翌
七
年
二
月
初
旬
同
省

は
一
斉
に
指
令
を
与
え
た
。
ま
ず
、
京
都
裁
判
所
へ
の
指
令
で
、
伺
の
い
う
「
手
代
番
頭
ト
称
ス
ル
」
「
目
々
雇
主
ノ
家
二
通
勤
ス
ル
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

に
つ
い
て
「
家
令
家
扶
番
頭
手
代
ノ
類
ハ
同
居
各
居
二
論
ナ
ク
雇
人
ヲ
以
テ
処
分
ス
可
シ
」
と
し
（
獺
替
一
≦
一
甦
瓠
伺
）
、
東
京
裁
判
所
へ
の

指
令
で
、
右
の
「
家
令
扶
従
番
頭
手
代
」
等
を
除
く
「
其
他
ノ
雇
人
」
と
「
僕
碑
」
に
つ
い
て
は
「
届
済
以
上
」
の
原
則
に
よ
る
が
「
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ケ
未
済
ノ
者
ハ
凡
盗
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
シ
」
と
し
た
（
闘
拡
茎
f
揮
粧
伺
）
。
さ
ら
に
、
滋
賀
県
へ
の
指
令
で
、
「
僕
碑
税
則
」
に
関
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

僕
碑
の
う
ち
届
出
が
あ
っ
た
も
の
の
み
「
雇
人
」
と
み
な
す
こ
と
を
確
認
し
た
（
嬰
茎
荒
撫
細
伺
）
。
以
上
、
布
達
直
後
の
伺
指
令
に
よ
っ

て
、
「
家
令
扶
従
番
頭
手
代
」
等
の
上
級
使
用
人
は
「
同
居
各
居
ノ
論
ナ
ク
」
、
「
其
他
ノ
雇
人
」
「
僕
碑
」
等
の
下
級
家
内
使
用
人
は
「
戸

籍
届
済
」
の
者
の
み
、
あ
る
い
は
「
僕
碑
税
則
」
上
の
届
出
あ
る
者
の
み
が
、
改
定
律
例
第
一
四
三
条
に
い
う
「
雇
人
」
に
該
る
も
の
と

な
っ
た
（
旦
雇
等
「
一
時
雇
」
の
者
は
、
そ
れ
が
「
管
守
者
」
で
あ
っ
た
場
合
に
の
み
第
一
四
四
条
に
よ
っ
て
コ
雇
人
」
と
み
な
す
こ

と
、
前
述
の
如
く
で
あ
る
）
。
か
く
し
て
、
司
法
省
布
達
一
九
〇
号
の
、
雇
人
盗
律
に
い
う
「
雇
人
」
を
「
戸
籍
届
済
以
上
ノ
者
」
に
限

定
す
る
、
と
い
う
趣
旨
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
実
際
に
施
行
し
て
み
た
段
階
で
次
の
如
き
間
題
が
起
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
理
論
上
は
上
述
の
如
く
決
定
し
た
と

し
て
も
、
実
際
に
戸
籍
屈
出
の
な
い
雇
人
が
犯
罪
を
犯
し
た
と
き
、
こ
れ
を
凡
人
と
し
て
処
断
す
る
の
は
、
た
ま
た
ま
雇
主
が
届
出
を
怠

っ
た
こ
と
を
僥
倖
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
承
服
し
難
い
と
い
う
現
場
か
ら
の
意
見
で
あ
る
。
雇
主
は
む
し
ろ
課
税
を
伴
う
税
則
上
の
届
出

を
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
視
し
得
な
い
主
張
で
あ
っ
た
。
司
法
省
は
、
明
治
七
年
五
月
二
五
日
付
の
小

　
　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
九



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
〇

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

倉
県
に
対
す
る
指
令
（
五
月
一
五
日
付
伺
）
で
は
、
「
数
月
雇
ワ
レ
オ
ル
者
ト
錐
モ
戸
籍
届
ナ
キ
ト
キ
ハ
…
…
凡
盗
ヲ
以
テ
科
断
シ
可
然
哉
」

と
い
う
伺
に
、
従
前
の
方
針
通
リ
「
伺
ノ
通
」
と
回
答
し
、
か
つ
、
届
出
を
怠
っ
た
雇
主
に
つ
い
て
、
僕
碑
税
則
「
第
五
条
二
依
テ
処
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ス
ヘ
シ
」
と
指
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
五
月
三
〇
日
付
白
川
県
へ
の
指
令
（
五
星
百
付
伺
）
で
は
、
「
僕
脾
罰
則
二
照
準
シ
テ
戸
籍
届

ヘ
キ
者
二
係
ル
雇
人
其
届
未
済
二
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
メ
ハ
律
例
第
百
四
十
三
条
二
依
ル
其
無
届
ニ
テ
抱
へ
置
ク
雇
主
ハ
僕
碑
罰
則
二
依
ル

ヘ
シ
」
と
回
答
し
て
、
従
来
の
態
度
を
一
変
さ
せ
た
。
こ
の
白
川
県
伺
は
、
「
当
初
年
期
ヲ
定
メ
其
実
全
ク
雇
人
ナ
ル
ニ
只
雇
人
ノ
届
洩

ト
云
ヲ
以
凡
盗
ノ
論
決
ハ
雇
主
ノ
権
理
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
雇
人
ヲ
シ
テ
雇
主
ノ
重
ヲ
知
ラ
サ
ラ
シ
ム
ル
ノ
訳
二
相
当
リ
又
他
律

ノ
権
衡
ニ
モ
不
釣
合
二
有
之
候
間
右
様
ノ
類
ハ
雇
主
届
洩
ノ
不
念
ヲ
責
メ
…
…
違
令
軽
二
問
ヒ
贈
罪
二
科
シ
犯
人
ハ
伽
ホ
雇
人
ヲ
以
テ
判

決
致
シ
度
如
何
可
有
之
哉
」
と
述
べ
、
司
法
省
の
方
針
の
矛
盾
を
突
い
て
そ
の
変
更
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
身
分
差

に
も
と
づ
く
刑
罰
の
区
別
を
体
系
化
し
た
当
時
の
刑
法
に
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
た
る
社
会
的
身
分
の
如
何
は
い
わ
ば
社
会
的
に
自
明
の
事

実
た
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
た
。
維
新
後
の
身
分
的
流
動
に
よ
っ
て
そ
の
自
明
性
が
失
わ
れ
ゆ
く
中
で
、
司
法
省
は
身
分
変
動
の
「
届

出
」
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
応
せ
ん
と
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
「
届
出
」
を
身
分
規
制
の
根
拠
と
す
る
こ
と

は
、
右
の
刑
法
理
念
と
、
本
来
な
じ
ま
な
い
性
質
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
は
、
法
規
上
も
身
分
的
変
動
の
す
べ
て
が
登
録

さ
れ
る
訳
で
は
な
い
か
ら
「
届
出
」
の
有
無
に
よ
っ
て
身
分
関
係
を
律
す
る
の
は
原
理
的
に
も
現
実
的
に
も
無
理
で
あ
っ
た
。
司
法
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
、
先
に
指
令
を
与
え
た
滋
賀
県
（
前
述
）
に
対
し
て
も
改
め
て
達
書
を
示
し
（
五
旦
三
日
付
）
「
昨
六
年
十
二
日
廿
四
日
付
伺
戸
籍
未

済
ノ
雇
人
ハ
凡
人
ヲ
以
テ
論
ス
ト
及
指
令
候
処
若
シ
家
長
届
ケ
ス
僕
碑
罰
則
ヲ
犯
ス
ニ
該
レ
ハ
届
未
済
ト
難
モ
雇
人
盗
家
長
財
物
律
二
依

リ
処
分
シ
…
…
此
段
更
二
及
御
達
候
也
」
と
指
示
し
た
。
か
く
し
て
、
「
僕
碑
」
等
は
届
出
が
あ
っ
た
者
の
み
を
コ
雇
人
」
と
み
な
す
の



を
原
則
と
す
る
が
、
た
と
え
届
出
が
な
く
と
も
事
実
上
雇
人
で
あ
る
者
は
「
雇
人
」
と
み
な
す
、
と
い
う
の
が
新
た
な
方
針
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
一
九
〇
号
布
達
の
実
質
的
意
味
は
失
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
な
お
、
届
出
を
怠
っ
た
雇
主
の
処
罰
に
つ
い
て
、
前
記
五
月
二
五
日
付
小
倉
県
へ
の
指
令
お
よ
び
五
月
三
〇
日
付
白
川
県
へ
の
指
令
で

は
僕
碑
税
則
第
五
条
に
よ
る
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
税
則
上
「
無
税
」
の
者
の
場
合
、
そ
の
第
五
条
に
い
う
「
過
料
ト
シ
テ
一
ヶ
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

定
税
ノ
五
倍
ツ
・
可
為
差
出
事
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
八
年
一
月
九
日
付
大
分
県
へ
の
指
令
（
七
．
二
・
一
七
伺
）
に
至
っ

て
、
「
違
式
ノ
軽
二
問
ヒ
聴
腰
」
す
る
（
贈
金
七
五
銭
に
あ
た
る
）
と
し
た
。

　
「
僕
脾
税
則
」
が
明
治
八
年
二
月
廃
止
さ
れ
る
（
太
政
官
二
七
号
布
告
）
と
、
上
記
の
「
届
出
」
を
基
準
と
す
る
方
針
は
維
持
し
難
く
な

っ
た
。
九
年
五
月
二
二
日
度
会
県
へ
の
指
令
（
八
年
二
万
四
日
付
伺
、
指
令
ま
で
に
半
年
を
要
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
）
で
、
司
法
省
は
コ
雇

主
雇
人
双
方
許
諾
ノ
上
期
限
ヲ
定
メ
雇
使
ス
ル
者
雇
人
ト
ナ
ス
ヘ
シ
」
と
指
示
、
「
右
税
則
已
二
廃
セ
ラ
レ
タ
ル
上
ハ
御
布
達
モ
自
ラ
消

滅
セ
シ
モ
ト
シ
」
と
い
う
度
会
県
の
意
見
を
容
認
し
て
、
先
の
一
九
〇
号
布
達
を
事
実
上
撤
回
し
た
。
た
だ
し
、
右
の
コ
雇
人
」
に
「
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

雇
ノ
者
」
を
含
ま
な
い
（
九
年
月
日
欠
飾
磨
県
へ
の
指
令
）
点
は
変
ら
な
い
。
や
が
て
、
司
法
省
は
右
の
方
針
に
沿
っ
て
一
九
〇
号
布
達
の

改
正
を
企
図
し
、
明
治
十
年
二
月
七
日
そ
の
旨
を
太
政
官
に
伺
出
て
（
大
全
．
刑
法
門
一
、
三
四
五
頁
）
、
同
年
二
月
司
法
省
布
達
甲
第
一
号

を
以
て
六
年
一
二
月
の
一
九
〇
号
布
達
を
改
正
し
、
「
今
後
戸
籍
届
済
ノ
有
無
二
拘
ハ
ラ
ス
雇
主
雇
人
相
許
諾
シ
テ
一
月
以
上
ノ
期
限
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

定
メ
雇
使
ス
ル
者
ハ
雇
人
ヲ
以
テ
論
ス
」
と
し
た
（
大
全
・
刑
法
門
マ
コ
西
四
頁
）
。
こ
こ
に
お
い
て
、
先
の
九
年
五
月
の
コ
犀
主
雇
人
双

方
許
諾
ノ
上
期
限
ヲ
定
メ
雇
使
ス
ル
者
」
と
の
コ
雇
人
」
の
定
義
は
、
よ
り
具
体
的
に
「
一
月
以
上
ノ
期
限
」
と
の
規
定
を
与
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
麗
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
一



早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）

四
二
二

三

　
明
治
八
年
三
月
、
司
法
省
は
こ
の
雇
人
盗
家
長
財
物
律
の
改
正
を
企
図
し
た
。
そ
の
理
由
を
太
政
官
へ
の
伺
で
次
の
如
く
述
べ
る
（
三

月
一
五
日
付
、
大
全
・
刑
法
門
一
・
三
五
七
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
現
行
律
で
は
雇
人
盗
は
監
守
盗
・
常
人
盗
を
以
て
論
ず
る
と
す
る
が
、
「
苛

酷
二
相
渉
」
り
「
死
二
入
ル
者
モ
不
寡
甚
欄
然
ノ
至
」
で
あ
る
。
改
正
を
急
い
で
「
処
刑
允
当
ヲ
得
セ
シ
メ
度
」
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と

と
も
に
私
借
官
物
律
お
よ
び
雇
人
が
家
長
の
財
物
を
私
借
す
る
例
も
改
正
し
た
い
が
、
後
者
は
雑
犯
律
中
「
費
用
受
寄
財
産
」
条
に
入
れ

た
い
。
ま
た
改
定
律
例
第
一
四
四
条
（
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例
ー
前
出
）
は
窃
盗
の
条
に
移
し
た
い
。

　
こ
れ
を
う
け
た
太
政
官
法
制
課
で
は
次
の
如
く
答
申
し
て
、
こ
れ
を
元
老
院
の
審
議
に
付
す
べ
し
と
し
た
（
四
月
二
九
日
付
、
同
上
書
）
。

す
な
わ
ち
、
司
法
省
の
「
苛
酷
」
の
論
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
「
其
他
之
二
類
ス
ル
者
少
カ
ラ
ス
、
且
先
般
律
例
改
正
ノ
儀
同
省
ヨ
リ
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

申
有
之
、
此
条
ハ
即
チ
其
一
二
付
」
今
こ
の
条
の
み
を
改
正
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
し
か
し
、
「
元
老
院
ノ
意
見
如
何
ト
モ
難
計
且
固

ヨ
リ
旧
法
改
革
二
関
ス
ル
儀
二
付
同
院
ノ
会
議
二
付
セ
ラ
レ
可
然
哉
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

　
当
時
元
老
院
が
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
「
議
事
条
例
」
等
が
一
応
整
え
ら
れ
た
後
、
七
月
二
四
日
司
法
省
案
が
「
改
正
雇
人
盗
家

長
財
物
律
議
案
」
と
し
て
元
老
院
に
下
付
さ
れ
た
（
『
元
老
院
日
誌
』
1
以
下
「
日
誌
」
と
略
称
す
る
ー
明
治
八
年
巻
之
四
、
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。

と
こ
ろ
が
、
周
知
の
元
老
院
職
制
・
章
程
の
改
定
を
め
ぐ
る
太
政
官
と
元
老
院
と
の
争
い
、
す
な
わ
ち
、
独
立
し
た
立
法
機
関
た
る
位
置

を
獲
得
せ
ん
と
す
る
元
老
院
と
、
こ
れ
を
行
政
府
に
従
属
的
な
位
置
に
止
め
よ
う
と
す
る
太
政
官
と
の
争
い
の
中
で
、
七
月
五
目
開
院
式

を
行
な
い
一
部
議
案
の
審
議
に
入
っ
た
も
の
の
、
夏
期
休
暇
（
八
月
一
四
日
～
九
月
一
〇
日
？
）
の
の
ち
、
職
制
・
章
程
改
正
ま
で
会
議
中



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

止
の
旨
が
九
月
一
二
目
太
政
官
よ
り
達
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
二
月
二
五
日
に
至
っ
て
新
し
い
職
制
・
章
程
が
達
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

て
先
に
下
付
さ
れ
た
一
〇
件
の
議
案
は
、
同
日
返
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
太
政
官
に
よ
っ
て
議
事
条
例
等
諸
条
例
が
制
定
さ
れ
（
一
二
月
壬
百
）
、
翌
明
治
九
年
一
月
を
以
て
開
院
す
る
旨
が
達
せ
ら

れ
て
（
同
日
）
、
一
二
月
二
八
日
、
改
め
て
第
一
号
の
議
案
が
下
付
さ
れ
た
（
「
日
誌
」
）
。

　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
の
議
案
は
、
九
年
一
月
一
五
日
下
付
さ
れ
た
。
「
改
定
律
例
第
百
五
条
第
百
六
条
第
百
四
十
三
条
第
四
十
四

条
改
正
増
加
ノ
議
案
」
で
あ
る
。
原
案
に
は
「
改
定
律
例
第
百
五
条
第
百
六
条
第
百
四
十
三
条
第
百
四
十
四
条
ヲ
欄
除
シ
別
紙
ノ
通
改
正

増
加
ス
」
と
あ
り
、
右
の
四
ヶ
条
に
つ
い
て
次
の
如
き
改
正
案
が
示
さ
れ
た
（
『
元
老
院
会
議
筆
記
・
前
期
第
一
巻
』
。
以
下
「
筆
記
」
と
略
称
）
。

　
　
　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律

　
　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
窃
盗
ヲ
以
テ
論
ス
管
守
者
ハ
一
等
ヲ
加
へ
罪
懲
役
終
身
二
止
ル

　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例

　
　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
管
守
シ
テ
私
二
自
ラ
私
用
シ
及
ヒ
人
二
借
ス
者
証
書
ナ
キ
ハ
窃
盗
二
準
シ
テ
論
ス
証
書
ア
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減
シ

　
　
罪
懲
役
三
年
二
止
ル

　
　
　
窃
盗
条
例

　
　
凡
客
塵
倉
戸
及
ヒ
工
人
舟
子
脚
夫
馬
丁
車
力
等
其
寄
託
ヲ
受
ル
所
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
井
二
窃
盗
ヲ
以
テ
論
シ
一
等
ヲ
加
へ
罪
懲
役

　
　
終
身
二
止
ル

　
　
　
改
正
私
借
官
物
律

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
三



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
四

　
　
凡
監
臨
主
守
監
守
ス
ル
所
ノ
官
物
ヲ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
借
ス
者
証
書
ナ
キ
ハ
監
守
盗
二
準
シ
テ
論
ス
証
書
ア
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減

　
　
シ
罪
懲
役
三
年
二
止
ル
其
借
ル
者
監
守
人
二
非
サ
レ
ハ
証
書
ノ
有
無
ヲ
分
タ
ス
窃
盗
二
準
シ
一
等
ヲ
減
シ
罪
懲
役
二
年
半
二
止
ル
若

　
　
シ
自
己
ノ
物
ヲ
以
テ
官
物
二
抵
換
ス
ル
者
罪
亦
同

　
こ
の
政
府
原
案
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
コ
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
は
、
先
の
改
定
律
例
第
一
四
三
条
に
よ
っ
て
一
旦
重
く
し
た
も
の

を
、
類
型
・
量
刑
と
も
に
新
律
綱
領
と
ほ
ぼ
同
じ
く
引
戻
し
た
も
の
と
い
え
る
。
綱
領
で
は
管
守
者
の
場
合
の
刑
の
上
限
を
「
罪
流
三
等

二
止
ル
」
と
あ
っ
た
の
を
、
終
身
懲
役
ま
で
と
し
た
点
が
異
な
る
の
み
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
先
に
五
年
一
一
月
の
改
正
で
新
設
さ
れ
、
改
定
律
例
で
コ
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例
」
（
一
四
四
条
）
と
さ
れ
た
、
「
客
塵
倉
戸

及
ヒ
工
人
舟
子
脚
夫
馬
丁
車
力
等
」
に
よ
る
盗
罪
を
「
窃
盗
条
例
」
と
し
て
新
設
し
た
。
す
な
わ
ち
、
倉
庫
業
、
運
送
業
、
手
工
業
等
の

各
業
者
が
委
託
さ
れ
た
物
品
を
横
領
し
た
場
合
の
類
型
を
雇
人
盗
か
ら
窃
盗
の
一
類
型
へ
と
移
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
一
時
雇
の

コ
屈
人
」
に
よ
る
犯
罪
と
し
て
い
た
も
の
を
、
独
立
の
類
型
と
し
た
も
の
で
、
前
述
八
年
三
月
司
法
省
伺
の
具
体
化
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
も
、
五
年
一
一
月
の
「
附
例
」
で
は
雇
人
盗
の
管
守
者
の
場
合
と
同
様
と
み
な
さ
れ
（
凡
盗
に
二
等
を
加
え
、
死
刑
ま
で
科
す
）
、

そ
の
後
改
定
律
例
で
は
雇
人
盗
本
条
の
改
正
に
伴
っ
て
監
守
盗
と
み
な
す
と
改
め
ら
れ
て
い
た
（
第
一
四
四
条
）
の
が
、
こ
こ
で
窃
盗
に

一
等
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
、
上
限
を
終
身
懲
役
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
雇
人
盗
律
と
同
様
刑
の
軽
減
を
は
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
コ
屈
人
盗
家
長
財
物
条
例
」
は
新
設
の
条
文
で
、
改
定
律
例
第
一
四
三
条
の
後
半
、
家
長
の
財
物
を
私
借
す
る
場
合
を
独
立
の
条

文
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
類
型
の
構
成
は
新
律
綱
領
「
私
借
官
物
」
条
の
監
守
人
の
場
合
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
雇
人
の
行
為
が
盗

で
は
な
く
一
時
の
借
用
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
「
証
書
」
の
有
無
に
よ
っ
て
場
合
を
分
け
、
「
証
書
」
な
き
も
の
は
窃
盗
に
準
じ
、
そ



の
あ
る
も
の
は
二
等
を
減
じ
、
刑
の
上
限
を
懲
役
三
年
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
改
定
律
例
一
四
三
条
後
段
は
「
若
シ
管
守
者
私
二
自
ラ
借

用
シ
及
ヒ
人
二
転
借
醜
送
ス
ル
者
罪
亦
同
シ
」
と
あ
っ
て
、
家
長
の
財
物
を
私
借
し
た
管
守
者
を
監
守
盗
と
同
等
に
処
罰
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
新
律
綱
領
に
な
か
っ
た
類
型
で
、
前
述
の
如
く
、
五
年
一
一
月
の
改
正
に
至
っ
て
（
私
借
官
物
条
の
規
定
に
な
ら
っ
て
）

付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
此
度
の
コ
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例
」
の
新
設
に
お
い
て
は
、
本
律
（
雇
人
盗
罪
）
が
監
守
盗

か
ら
窃
盗
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
に
伴
っ
て
、
私
借
の
場
合
も
ま
た
窃
盗
に
準
ず
る
こ
と
と
し
、
し
か
も
「
証
書
」
の
有
無
を
論
じ
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
に
伴
っ
て
私
借
官
物
律
の
方
も
改
め
ら
れ
、
新
律
綱
領
と
ほ
ぼ
同
じ
構
成
に
引
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
改
正
案
の

表
題
に
あ
る
改
定
律
例
第
一
〇
五
条
は
「
改
正
私
借
官
物
律
」
で
あ
り
、
そ
の
条
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
凡
監
臨
主
守
監
守
ス
ル
所
ノ
官
ノ
財
物
ヲ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
転
借
シ
及
ヒ
自
己
ノ
物
ヲ
以
テ
官
物
二
抵
換
ス
ル
者
ハ
監
守
自

　
　
盗
ト
罪
同
其
監
守
人
二
非
ス
シ
テ
借
用
シ
情
ヲ
知
タ
ル
者
ハ
罪
同
知
ラ
サ
ル
者
ハ
坐
セ
ス

ま
た
、
同
第
一
〇
六
条
は
「
私
借
官
物
条
例
」
で
あ
り
、

　
　
凡
監
臨
主
守
監
守
ス
ル
所
ノ
銭
糧
ヲ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
転
借
シ
及
ヒ
之
ヲ
借
ル
者
事
未
タ
発
覚
セ
ス
シ
テ
完
備
ス
ル
者
ハ
止

　
　
タ
犯
情
ヲ
量
リ
テ
不
応
為
二
間
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ

と
あ
っ
た
。
こ
の
私
借
官
物
律
は
六
年
二
月
一
七
目
（
太
政
官
五
八
号
）
を
以
っ
て
改
正
が
布
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
五
年
一
一

月
の
雇
人
盗
家
長
財
物
律
改
正
を
契
機
と
し
た
事
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
の
雇
人
盗
家
長
財
物
律
の
重
刑
化
に
伴

っ
て
、
官
物
と
私
物
の
権
衡
を
整
え
る
た
め
に
改
正
さ
れ
重
刑
化
が
図
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
此
度
の
改
正
案
で
は
、
監
守
人
は
「
証

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
屈
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
五



　
　
　
早
法
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一
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書
」
の
有
無
に
よ
っ
て
、
「
証
書
」
な
き
者
は
監
守
盗
に
準
じ
て
論
じ
、
そ
の
あ
る
者
は
こ
れ
よ
り
二
等
を
減
ず
る
点
で
新
律
綱
領
と
同

じ
で
あ
り
、
刑
の
上
限
を
懲
役
三
年
と
す
る
点
は
、
綱
領
（
上
限
は
流
三
等
”
懲
役
一
〇
年
）
と
較
べ
て
著
し
く
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

非
監
守
人
の
場
合
も
、
改
定
律
例
で
は
情
の
知
・
不
知
を
分
ち
、
情
を
知
る
者
は
監
守
盗
と
同
じ
、
知
ら
ざ
る
者
は
無
罪
と
し
て
い
た
の

を
、
こ
こ
で
は
、
情
の
知
・
不
知
を
分
た
ず
一
律
に
窃
盗
に
準
じ
て
論
じ
、
一
等
を
減
じ
て
科
刑
す
る
と
し
て
お
り
、
新
律
綱
領
が
一
律

に
常
人
盗
と
み
な
し
二
等
を
減
ず
る
と
し
た
の
と
量
刑
の
点
で
は
等
し
く
な
っ
た
（
常
人
盗
自
体
は
窃
盗
よ
り
も
一
等
重
い
）
。
さ
ら
に
、

こ
の
類
型
を
常
人
盗
と
み
な
さ
ず
窃
盗
と
し
て
構
成
し
た
点
は
、
律
令
的
な
「
官
」
の
観
念
の
変
容
乃
至
よ
り
一
般
的
な
窃
盗
類
型
へ
の

移
行
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
改
正
案
は
、
ま
ず
、
量
刑
の
点
で
改
定
律
例
に
お
け
る
重
刑
化
を
否
定
し
新
律
綱
領
の
線
ま
で
立
戻
っ
た
こ
と
、
第
二

に
、
具
体
的
な
量
刑
の
多
少
に
拘
ら
ず
、
基
本
と
な
る
犯
罪
類
型
を
お
お
む
ね
「
窃
盗
」
に
よ
っ
て
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
の

二
点
が
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
果
し
て
、
こ
の
政
府
案
を
う
け
た
元
老
院
に
お
け
る
審
議
も
、
主
と
し
て
こ
の
二
点
を
め
ぐ
っ
て
争

わ
れ
た
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
元
老
院
で
は
、
明
治
九
年
一
旦
…
日
に
第
一
読
会
が
行
わ
れ
、
二
八
日
第
二
読
会
か
ら
逐
条
審
議
に
入
っ
た
（
「
日
誌
」
）
。

　
ま
ず
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
の
審
議
で
は
、
家
長
の
財
物
を
盗
ん
だ
雇
人
を
一
般
の
窃
盗
と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
批
判
が
集
中

し
た
。
雇
人
と
家
長
の
間
に
は
特
殊
の
関
係
が
あ
り
、
決
し
て
「
外
人
」
の
犯
罪
と
同
視
し
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、



雇
人
と
家
長
の
間
に
は
「
君
臣
主
従
」
の
如
ぎ
「
情
義
」
が
あ
り
、
ま
た
恩
養
を
受
け
て
い
る
と
い
う
「
義
」
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
家

長
か
ら
家
内
の
一
定
の
事
柄
を
任
さ
れ
て
い
る
雇
人
に
は
守
る
べ
き
「
信
義
」
が
あ
る
。
雇
人
が
家
長
の
財
物
を
盗
も
う
と
す
れ
ば
そ
れ

は
容
易
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
乗
じ
て
右
の
「
情
義
」
・
「
義
」
・
「
信
義
」
に
背
く
こ
と
は
重
大
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
彼
ノ
培
ヲ
瞼
へ
壁

ヲ
穿
テ
盗
ム
者
」
と
同
列
に
論
ず
る
事
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
雇
人
を
信
任
し
て
そ
の
財
物
の
管
理
を
任
せ
ね
ば
な
ら
な
い
家
長

を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
「
信
義
ヲ
人
民
二
教
ユ
ル
」
た
め
に
も
、
一
般
の
盗
罪
よ
り
も
重
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
議

官
達
の
意
見
の
大
勢
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
コ
犀
人
」
と
「
家
長
」
の
関
係
を
、
主
従
制
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
観
点
と
家
族
主
義
的
な
観
点
、
さ
ら
に
は
雇
傭
関

係
自
体
に
も
と
づ
く
債
務
契
約
関
係
の
観
点
と
が
混
在
し
て
お
り
、
議
論
の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
官
の
内
部
に
お
い
て
も
そ
れ
が
区

別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
な
お
、
刑
法
は
「
信
義
ヲ
人
民
二
教
ユ
ル
道
」
（
壬
生
基
修
発
言
中
）
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
上
記
の
家
長
と
雇
人
の
関
係
を
特
別
に

信
義
を
重
ん
ず
べ
き
も
の
と
し
、
雇
人
に
そ
の
尊
重
を
要
求
す
る
論
理
と
と
も
に
、
諸
議
官
の
発
言
の
随
所
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
条
の
議
論
の
中
で
、
佐
野
常
民
が
コ
雇
人
ト
家
長
ト
ノ
間
ハ
其
情
宜
自
ラ
君
臣
主
従
ノ
如
シ
外
人
ト
異
ナ
リ
然
ル
ニ
外
人
互
二
盗
ム

者
ヲ
以
テ
論
ス
ル
時
ハ
自
ラ
雇
人
ヲ
シ
テ
家
長
ヲ
軽
ン
セ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
其
情
宜
ヲ
割
ク
ノ
理
二
当
リ
人
ヲ
教
ユ
ル
ノ
道
二
非
ス
一
体
律

ハ
人
ノ
悪
ヲ
懲
ス
ノ
主
意
ナ
レ
ハ
第
一
其
主
意
二
背
ヶ
リ
」
（
「
筆
記
」
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
道
徳
と
未
分
化
の
刑
事
責
任
の
観

念
に
基
づ
く
刑
法
の
理
念
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
政
府
案
に
対
す
る
反
対
論
者
は
、
雇
人
盗
は
一
般
の
盗
罪
よ
り
も
重
く
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
改
定
律
例
の
重
刑
化
の
方
向

　
　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
雁
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
七
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を
守
り
、
雇
人
盗
に
監
守
盗
・
常
人
盗
を
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
た
だ
刑
の
上
限
を
終
身
懲
役
と
す
る
こ
と
で
幾
分
か
の
軽
減
を
図

ろ
う
と
し
た
。
そ
の
、
雇
人
盗
を
監
守
盗
・
常
人
盗
を
以
て
処
断
す
る
論
理
は
、
家
長
の
財
産
を
管
理
し
て
い
る
雇
人
は
官
物
に
お
け
る

「
監
守
」
に
等
し
い
、
ま
た
、
家
長
の
財
産
を
管
理
す
る
立
場
に
な
い
雇
人
は
官
物
に
お
け
る
「
常
人
」
に
等
し
い
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
雇
人
と
家
長
の
財
物
と
の
関
係
を
、
全
体
と
し
て
、
官
吏
と
官
物
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
財
物
を
管
理
す
る

立
場
に
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
雇
人
盗
が
監
守
盗
或
は
常
人
盗
に
比
定
し
得
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
す
る
と
、
身
分
秩

序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
律
令
法
の
体
系
に
沿
っ
た
合
理
的
な
解
決
の
如
く
で
あ
る
。
律
は
、
官
物
を
一
般
の
財
物
と
区
別
し
て
刑
法
上

も
特
殊
な
保
護
を
与
え
、
か
つ
官
吏
の
職
務
上
の
故
意
過
失
に
よ
る
規
律
の
逸
脱
を
広
く
忠
誠
義
務
違
反
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
、
ま
た
、

家
族
内
の
長
幼
親
疎
の
序
列
に
従
っ
た
刑
の
軽
重
の
序
列
を
有
す
る
（
殺
・
闘
・
姦
な
ど
に
み
る
そ
れ
ら
の
類
型
は
雇
人
・
奴
碑
を
も
対

象
と
す
る
）
と
い
う
、
周
知
の
特
徴
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
家
族
」
に
関
わ
る
局
面
で
は
「
門
内
ノ
事
ハ
恩
ヲ
以
テ
義
ヲ
裁
シ
、
門

外
ノ
事
ハ
義
ヲ
以
テ
恩
ヲ
制
ス
ル
」
（
第
三
読
会
の
佐
野
常
民
発
言
、
「
筆
記
」
一
七
頁
）
の
原
則
を
も
有
し
た
。
す
な
わ
ち
、
親
属
相
盗
・
雇

人
盗
な
ど
は
、
（
恐
ら
く
は
「
門
内
」
に
お
け
る
家
長
の
家
族
成
員
－
奴
碑
・
雇
人
を
含
む
ー
に
対
す
る
懲
戒
権
を
前
提
し
て
）
一
般
の

窃
盗
よ
り
軽
く
扱
う
の
を
例
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
み
え
る
議
論
は
、
「
家
長
」
の
権
威
を
い
か
に
擁
護
す
る
か
を

論
じ
て
、
む
し
ろ
律
の
原
則
か
ら
逸
脱
し
た
方
向
で
そ
れ
を
果
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
は
、
監
守
者
乃
至
管
守
者

の
、
管
理
者
と
し
て
の
義
務
の
共
通
性
に
着
目
し
、
対
象
が
官
物
で
あ
る
と
私
物
で
あ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
、
ま
た
、
行
為
者
の
身
分
の
官

吏
と
私
人
と
に
拘
わ
ら
ず
、
管
理
義
務
違
反
と
し
て
捉
え
る
点
で
、
本
来
の
、
背
任
の
類
型
に
接
近
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
の
議
論
の
筋
か
ら
言
え
ば
、
前
述
の
雇
人
盗
の
捉
え
方
を
め
ぐ
る
議
論
と
同
様
、
主
従
制
的
・
家
族
主
義
的
・
雇
傭
契
約
的



な
各
観
点
の
混
在
が
こ
こ
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
律
令
法
体
系
本
来
の
家
族
主
義
的
秩
序
の
内
容
が
す
で
に
部
分
的
に
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

化
し
て
い
た
（
す
な
わ
ち
、
雇
人
盗
が
親
属
相
盗
か
ら
切
離
さ
れ
、
か
つ
一
般
の
盗
罪
よ
り
重
く
処
断
さ
れ
る
）
た
め
に
、
監
守
・
常
人

盗
と
雇
人
盗
が
接
近
す
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
、
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
、
当
時
の
「
雇
人
」
の
実
態
は
流
動
性
を
強
め
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
「
如
何
ニ
モ
雇
人
ハ
月
給
等

ヲ
受
ケ
自
ラ
主
従
ノ
義
ア
リ
ト
錐
ト
モ
其
内
ニ
ハ
一
日
雇
ヒ
等
種
々
ノ
差
等
ア
リ
テ
軽
キ
モ
ノ
ァ
リ
然
レ
ハ
総
テ
之
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
外

人
相
互
二
盗
ム
ノ
律
ヲ
以
テ
論
シ
管
守
者
ハ
又
一
等
ヲ
加
テ
不
可
ナ
ル
ナ
シ
」
（
第
二
読
会
に
お
け
る
佐
々
木
高
行
発
言
、
「
筆
記
」
八
頁
）
と

す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
今
や
コ
雇
人
」
一
般
に
過
重
な
義
務
の
遵
守
を
期
待
し
得
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
む
し

ろ
少
数
派
に
止
ま
っ
た
。

　
か
く
し
て
、
元
老
院
で
は
、
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
に
つ
い
て
反
対
論
の
趣
旨
に
沿
っ
て
原
案
を
修
正
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

以
下
の
三
ヶ
条
の
議
論
も
ま
た
同
様
の
展
開
を
み
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
コ
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例
」
で
は
、
雇
人
盗
律
に
あ
わ
せ
て
、
管
守
者
の
私
借
の
「
証
書
」
な
き
場
合
に
つ
い
て
、
原
案
で
は
窃
盗
に

準
ず
る
と
こ
ろ
を
、
監
守
盗
を
以
て
論
ず
る
と
し
（
「
証
書
」
は
「
愚
証
」
に
改
め
る
）
、
「
証
書
」
あ
る
場
合
の
減
二
等
を
減
一
等
と
す

る
、
と
い
う
よ
う
に
、
原
案
よ
り
重
く
し
て
む
し
ろ
改
定
律
例
の
水
準
を
維
持
す
べ
し
、
と
み
え
る
論
が
大
勢
を
占
め
た
。
刑
の
上
限
も

そ
れ
ぞ
れ
終
身
懲
役
・
懲
役
一
〇
年
（
原
案
は
三
年
）
と
す
る
。
ま
た
、
原
案
で
は
非
管
守
人
の
場
合
を
挙
げ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
こ

れ
も
こ
の
条
の
対
象
と
し
「
証
書
」
の
有
無
を
分
た
ず
常
人
盗
と
し
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
、
改
定
律
例
に
も
み
え
な
い
重
刑
化

も
主
張
さ
れ
た
。

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
九
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三
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次
の
「
窃
盗
条
例
」
に
つ
い
て
は
、
「
馬
丁
脚
夫
等
ノ
一
時
人
ノ
托
ヲ
受
ク
ル
者
」
ま
で
も
雇
人
盗
に
準
じ
て
扱
う
の
は
酷
で
あ
る
、

あ
る
い
は
「
一
時
見
ス
知
ラ
ス
ノ
者
ノ
寄
託
ヲ
受
ク
ル
」
者
と
「
恩
義
モ
ア
」
る
雇
人
と
は
同
一
視
で
き
な
い
、
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た

が
、
寄
託
を
受
け
て
財
物
を
預
る
者
の
責
任
は
重
く
す
べ
し
と
の
議
論
が
大
勢
を
占
め
、
原
案
が
支
持
さ
れ
た
。
原
案
は
「
窃
盗
ヲ
以
テ

論
シ
一
等
ヲ
加
へ
罪
懲
役
終
身
二
止
ル
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
雇
人
盗
に
準
じ
て
の
扱
い
で
あ
る
と
み
る
の
は
、
先
の
雇
人
盗
律
の

修
正
の
意
向
（
管
守
者
は
監
守
盗
、
そ
の
他
は
常
人
盗
と
す
る
）
を
ふ
ま
え
、
そ
の
量
刑
の
多
少
の
み
に
着
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
の
「
改
正
私
借
官
物
律
」
で
は
、
原
案
よ
り
や
や
刑
を
重
く
し
、
さ
ら
に
、
犯
罪
の
対
象
が
「
銭
糧
」
で
あ
る
か
「
什
物
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

る
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
、
明
清
律
の
方
式
を
採
用
す
る
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
す
な
わ
ち
、
「
銭
糧
」
の
場
合
は
、
「
愚
証
」
の

有
無
で
分
け
、
そ
の
な
い
場
合
は
監
守
盗
を
以
て
論
じ
、
あ
る
場
合
に
は
一
等
を
減
じ
、
刑
の
上
限
を
終
身
懲
役
と
す
る
、
ま
た
、
犯
人

が
監
守
で
は
な
い
場
合
常
人
盗
に
一
等
を
減
ず
る
、
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
修
正
案
（
後
出
）
に
み
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
改
定
律
例

よ
り
は
軽
く
な
る
（
監
守
の
「
愚
証
」
あ
る
場
合
の
減
一
等
、
刑
に
上
限
を
設
け
た
点
、
監
守
に
あ
ら
ざ
る
者
を
常
人
盗
に
減
一
等
と
し

た
点
）
が
、
原
案
よ
り
重
く
な
っ
た
（
原
案
は
、
「
証
書
」
あ
る
場
合
減
二
等
、
刑
の
上
限
は
懲
役
三
年
、
監
守
に
あ
ら
ざ
る
者
の
刑
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

上
限
は
二
年
半
）
。
「
什
物
」
の
場
合
は
、
「
銭
糧
」
に
比
し
て
軽
く
し
て
よ
い
と
の
議
論
か
ら
、
坐
賊
の
類
型
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
ま
た
「
極
メ
テ
軽
キ
者
」
は
違
式
に
問
う
こ
と
と
し
た
。
以
上
、
修
正
意
見
は
監
守
盗
・
常
人
盗
の
類
型
を
基
礎
と
し
て
私
借
官
物

を
構
成
す
る
も
の
で
、
こ
の
点
、
原
案
が
非
監
守
者
に
つ
い
て
窃
盗
の
類
型
を
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
第
三
読
会
（
二
月
二
日
）
で
は
各
条
に
つ
い
て
の
以
上
の
議
論
を
ま
と
め
、
佐
野
常
民
・
秋
月
種
樹
・
松
岡
時
敏
の
三
議
官
を
「
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

委
員
」
に
選
ん
で
（
「
日
誌
」
）
修
正
案
を
作
製
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
た
だ
し
、
「
窃
盗
条
例
」
の
み
は
原
案
可
決
で
あ
る
）
。
こ
の
修
正



案
は
「
決
議
会
」
（
二
月
；
百
）
に
か
け
ら
れ
た
。
次
の
如
く
で
あ
る
（
「
筆
記
」
）
。

　
　
　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律

　
　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
常
人
盗
ヲ
以
テ
論
シ
管
守
者
ハ
監
守
盗
ヲ
以
テ
論
シ
並
二
罪
懲
役
終
身
二
止
ル

　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例

　
　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
管
守
シ
テ
私
二
借
用
シ
及
ヒ
人
二
借
ス
者
愚
証
ナ
キ
ハ
管
守
盗
ヲ
以
テ
論
シ
罪
懲
役
終
身
二
止
ル
愚
証
ア
ル

　
　
ハ
一
等
ヲ
減
シ
罪
懲
役
十
年
二
止
ル
其
借
ル
モ
ノ
管
守
人
二
非
サ
レ
ハ
愚
証
ノ
有
無
ヲ
分
タ
ス
常
人
盗
ヲ
以
テ
論
シ
一
等
ヲ
減
シ
罪

　
　
懲
役
七
年
二
止
ル

　
　
　
改
正
私
借
官
物
律

　
　
凡
監
臨
主
守
監
守
ス
ル
所
ノ
銭
糧
ヲ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
借
ス
者
愚
証
ナ
キ
ハ
監
守
盗
ヲ
以
テ
論
ス
愚
証
ア
ル
ハ
一
等
ヲ
減
シ

　
　
罪
懲
役
終
身
二
止
ル
其
借
ル
者
監
守
人
二
非
レ
ハ
愚
証
ノ
有
無
ヲ
分
タ
ス
常
人
盗
ヲ
以
テ
論
シ
一
等
ヲ
減
シ
罪
懲
役
十
年
二
止
ル

　
　
　
私
借
官
物
条
例

　
　
凡
監
臨
主
守
監
守
ス
ル
所
ノ
器
具
什
物
ノ
類
ヲ
以
テ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
転
借
シ
及
ヒ
之
ヲ
借
ル
モ
ノ
懲
役
五
十
日
五
日
ヲ
過

　
　
ク
レ
ハ
坐
賊
ヲ
以
テ
論
シ
ニ
等
ヲ
減
ス
其
所
犯
極
テ
軽
キ
者
ハ
情
ヲ
量
リ
違
式
二
問
ヒ
軽
重
ヲ
分
ツ
若
シ
自
己
ノ
物
ヲ
以
テ
官
物
二

　
　
抵
換
シ
若
ク
ハ
典
売
ス
ル
モ
ノ
並
二
銭
糧
ヲ
私
借
ス
ル
者
ト
罪
同

「
決
議
会
」
で
は
、
右
の
修
正
案
の
逐
条
審
議
が
行
わ
れ
た
。

　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）

こ
の
日
、

特
に
内
閣
委
員
と
し
て
太
政
官
法
制
局
か
ら
一
等
法
制
官
鶴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
一



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
二

　
　
　
　
（
30
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

田
皓
が
出
席
し
、
政
府
原
案
の
擁
護
に
つ
と
め
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
の
審
議
に
お
い
て
ま
ず
鶴
田
が
発
言
を
求
め
、
最
初
の
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
で
は
六
点
に
亙
っ
て
修
正
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

を
批
判
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
①
修
正
案
が
苛
酷
で
あ
る
こ
と
、
②
常
人
盗
・
監
守
盗
は
官
物
に
関
わ
る
犯
罪
の
名
で
あ
っ
て
、
単
に
量

刑
上
の
区
分
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
私
人
間
の
犯
罪
で
あ
る
雇
人
盗
に
（
単
純
に
権
衡
が
合
う
か
ら
と
い
っ
て
）
適
用
す
る
の
は
誤

り
で
あ
る
。
③
雇
人
と
家
長
の
関
係
は
「
親
属
二
近
」
い
の
で
あ
っ
て
、
窃
盗
よ
り
重
く
す
る
理
由
が
な
い
、
の
三
点
で
あ
っ
た
。

　
次
の
「
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例
」
で
も
、
「
官
」
と
「
私
」
の
混
同
、
修
正
案
が
重
す
ぎ
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
、
最
後
の
「
改
正
私

借
官
物
律
」
お
よ
び
「
私
借
官
物
条
例
」
（
原
案
は
「
改
正
私
借
官
物
律
」
の
一
ヶ
条
）
に
つ
い
て
は
、
修
正
案
が
重
す
ぎ
る
こ
と
、
修

正
案
の
「
銭
糧
」
と
「
什
物
」
の
区
別
の
仕
方
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
た
。
い
ず
れ
も
、
最
初
の
雇
人
盗
律
に
お
け
る
論
点

と
関
わ
り
、
そ
の
敷
術
と
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
の
条
の
帰
趨
が
全
体
を
決
し
た
。

　
議
論
で
は
、
殆
ど
全
て
の
議
官
が
こ
の
鶴
田
の
弁
に
反
対
し
た
。
そ
の
大
要
は
前
述
の
第
二
・
三
読
会
ま
で
の
議
論
に
紹
介
し
た
通
り

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
鶴
田
の
批
判
に
対
す
る
反
駆
を
み
よ
う
。
雇
人
盗
律
の
論
点
の
①
（
苛
酷
で
あ
る
）
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
改
定
律
例
よ
り
は
軽
く
な
っ
て
い
る
（
本
条
で
い
え
ば
刑
の
上
限
を
終
身
懲
役
で
止
め
た
こ
と
）
、
と
反
論
す
る
。
②
（
「
官
」
と

「
私
」
の
区
別
）
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
、
雇
人
の
地
位
を
官
吏
の
地
位
に
比
定
す
る
議
論
が
く
り
返
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
方
今
ノ
慣
用

ニ
テ
ハ
監
守
盗
ト
云
フ
モ
亦
タ
常
人
盗
ト
云
フ
モ
共
二
一
ノ
盗
名
二
過
キ
ス
」
（
陸
奥
宗
光
発
言
、
「
筆
記
」
二
六
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
監
守
・
常
人
盗
の
概
念
は
も
は
や
空
洞
化
し
て
お
り
、
単
に
重
い
刑
を
科
す
べ
き
罪
目
の
名
、
ひ
い
て
は
重
い
刑
そ
の

も
の
を
さ
す
名
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
③
（
雇
人
と
親
属
の
関
係
）
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
紹
介
の
く
り
返
し
で
あ
り
、



一
層
厳
に
取
締
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
か
く
し
て
、
雇
人
盗
律
以
下
す
べ
て
元
老
院
の
修
正
案
が
可
決
さ
れ
た
。
鶴
田
の
批
判
は
、
「
官
」
と
「
私
」
の
区
別
を
強
調
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

た
、
修
正
案
の
苛
酷
で
あ
る
こ
と
、
今
回
の
改
正
は
刑
の
軽
減
を
趣
旨
と
す
る
こ
と
を
く
り
返
し
主
張
す
る
に
と
ど
ま
り
、
修
正
案
の
細

部
に
お
け
る
不
備
を
指
摘
し
は
す
る
も
の
の
、
雇
人
盗
そ
の
も
の
の
論
理
に
立
入
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
元
老
院
の
各
議
官
が
修
正
案

を
維
持
す
る
こ
と
に
頑
な
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
の
主
張
は
元
老
院
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
元
老
院
の
修
正
案
は
二
月
一
五
日
上
奏
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
法
制
局
で
は
一
ヶ
月
後
の
三
月
一
五
日
、
次
の
如
き
議
案
を
提
出
し

た
（
大
全
・
刑
法
門
丁
三
五
八
頁
）
◎

　
　
別
紙
元
老
院
雇
人
盗
家
長
財
物
及
私
借
官
物
律
例
修
正
案
熟
考
候
処
同
院
二
於
テ
修
正
相
成
候
目
的
ハ
多
分
改
定
律
例
二
愚
準
シ
テ

　
　
折
衷
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
司
法
省
二
於
テ
改
正
ヲ
要
ス
ル
本
旨
二
無
之
且
付
箋
ノ
通
不
都
合
モ
有
之
候
間
尚
又
同
院
ノ
再
議
二
付
セ
ラ

　
　
レ
可
然
哉
意
見
書
相
添
へ
仰
高
裁
候
也

す
な
わ
ち
、
元
老
院
の
修
正
決
議
は
改
定
律
例
に
引
き
つ
け
て
の
修
正
で
あ
っ
て
、
司
法
省
の
改
正
の
意
図
に
反
す
る
こ
と
、
か
つ
「
付

箋
」
で
指
摘
し
た
如
き
「
不
都
合
」
も
あ
る
か
ら
、
「
再
議
二
付
」
す
、
す
な
わ
ち
、
元
老
院
に
差
戻
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
う
け
て
、
正
院
で
は
、
四
月
七
日
付
元
老
院
へ
の
達
で
、
元
老
院
の
「
修
正
ノ
儀
御
允
裁
難
相
成
更
二
再
議
二
被
付
候
事
」
（
同
上
）

と
再
議
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

　
元
老
院
に
は
政
府
原
案
と
元
老
院
修
正
案
お
よ
び
修
正
案
に
対
す
る
「
内
閣
ノ
意
見
」
な
ら
び
に
「
内
閣
ノ
付
箋
」
が
下
付
さ
れ
（
第
一

八
号
議
案
）
、
か
つ
内
閣
委
員
と
し
て
法
制
局
か
ら
此
度
は
一
等
法
制
官
村
田
保
が
出
席
し
、
政
府
案
の
弁
明
と
維
持
に
つ
と
め
た
。

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
三



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
四

　
元
老
院
に
お
け
る
該
案
の
第
二
次
審
議
は
、
四
月
二
二
日
の
第
一
読
会
か
ら
始
ま
っ
た
。
村
田
が
審
議
の
冒
頭
で
「
内
閣
二
於
テ
モ
婁

二
議
定
二
付
セ
ラ
レ
シ
節
ハ
委
員
ノ
弁
明
ヲ
欠
ク
ヲ
以
テ
改
正
ノ
主
意
ノ
不
貫
徹
ヨ
リ
遂
二
此
ノ
如
キ
不
都
合
ヲ
生
セ
シ
ナ
ラ
ン
ト
察
シ

故
二
此
度
ハ
委
員
ヲ
シ
テ
改
正
二
要
用
ノ
廉
ヲ
陳
述
シ
且
本
院
ノ
修
正
ヲ
論
セ
シ
メ
ン
ト
ス
」
（
「
筆
記
」
ニ
ハ
三
頁
）
と
述
べ
た
如
く
、
今

回
の
審
議
に
お
い
て
は
終
始
彼
が
議
論
に
介
入
し
、
修
正
案
の
攻
撃
に
つ
と
め
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
ま
た
、
す
で
に
一
度
議
論
し

た
事
案
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
議
官
の
増
加
も
あ
っ
て
か
、
か
な
り
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
四
月
一
三
日
第
一
読
会
が
開
か
れ
た

後
、
一
八
日
と
二
〇
日
に
第
二
読
会
、
二
七
日
に
第
三
読
会
が
開
か
れ
、
こ
こ
で
再
修
正
に
決
し
て
五
月
八
日
、
修
正
決
議
会
が
開
か
れ

た
。
こ
の
間
の
議
論
の
要
点
を
次
に
み
よ
う
。

　
議
案
の
う
ち
、
修
正
案
に
付
さ
れ
た
「
意
見
」
と
「
付
箋
」
は
、
ω
雇
人
盗
に
関
し
て
、
官
物
と
私
物
を
同
一
視
す
る
改
定
律
例
の
誤

り
を
改
め
る
の
が
今
回
の
改
正
の
本
旨
で
あ
り
、
こ
れ
を
再
び
改
定
律
例
に
依
拠
し
て
修
正
す
る
の
は
そ
の
本
旨
に
背
く
、
②
雇
人
盗
条

例
に
つ
い
て
、
「
私
借
」
と
「
真
盗
」
を
区
別
す
る
の
が
目
的
の
改
正
で
あ
る
の
に
、
量
刑
を
等
し
く
し
て
は
意
味
が
な
い
、
⑥
私
借
官

物
に
つ
い
て
、
②
と
同
じ
批
判
に
加
え
て
、
「
銭
糧
」
と
「
器
物
」
を
区
別
し
た
修
正
案
の
方
式
は
実
際
上
無
意
味
の
み
な
ら
ず
、
甚
し

い
不
権
衡
（
量
刑
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
）
を
招
く
、
と
し
た
。
村
田
の
議
論
も
主
と
し
て
右
の
論
点
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
①
に
つ
い
て
村
田
は
、
本
来
盗
罪
の
内
官
物
に
関
わ
る
も
の
の
み
が
監
守
・
常
人
盗
と
な
る
の
で
、
雇
人
盗
は
も
と
よ
り
窃
盗
を
以
て

論
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
、
雇
人
盗
は
重
く
罰
す
る
必
要
が
あ
り
「
凡
盗
」
と
は
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
多
く
の

議
官
と
対
立
し
た
。
た
だ
、
何
故
に
雇
人
盗
は
重
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
「
主
従
ノ
恩
義
」
を
根
拠
と
す
る
多
く
の
議
官

に
対
し
て
、
「
然
レ
托
君
臣
主
従
ノ
事
ハ
昔
物
語
ニ
シ
テ
今
日
ノ
話
二
非
ス
」
（
津
田
真
道
、
「
筆
記
」
一
七
一
頁
）
あ
る
い
は
「
主
従
恩
義
ノ



分
」
も
変
わ
っ
て
き
た
（
大
給
恒
、
同
上
）
と
し
て
政
府
原
案
を
支
持
す
る
意
見
や
、
「
恩
養
ノ
方
ヨ
リ
論
」
ず
れ
ば
む
し
ろ
軽
く
す
べ
き

で
あ
る
（
佐
々
木
高
行
、
同
上
、
ま
た
、
一
七
四
－
五
頁
）
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
雇
人
盗
を
重
く
す
べ
し
と
す
る
者
は
、
右
の
君
臣
主

従
の
義
の
他
に
、
「
盗
ミ
易
キ
ヲ
盗
ム
」
あ
る
い
は
「
一
体
雇
人
ハ
家
長
ノ
信
任
ヲ
受
タ
ル
者
ニ
テ
路
傍
ノ
外
人
ト
同
視
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」

（
河
野
敏
鎌
、
同
上
書
、
一
七
四
頁
）
を
論
拠
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
整
理
し
て
、
陸
奥
宗
光
が
、
雇
人
盗
は
一
般
の
窃
盗
よ
り
軽
く
す

べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
新
律
綱
領
の
態
度
は
「
道
義
上
」
の
議
論
で
あ
っ
て
、
「
支
那
日
本
」
の
伝
統
で
あ
る
君
臣
主
従
の
分
を
重
じ
、
雇
人

と
家
長
の
関
係
を
兄
弟
・
主
従
の
如
く
み
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
れ
を
重
く
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
す
る
改
定
律
例
の
態
度
は
、
雇
人

の
態
様
が
変
化
し
、
主
従
の
関
係
と
い
う
よ
り
官
吏
の
如
く
な
り
つ
つ
あ
る
事
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
「
交
際
上
」
よ
り
の
議
論
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
西
洋
ノ
風
」
に
近
い
の
で
、
「
支
那
ノ
風
」
で
考
え
る
べ
ぎ
か
「
西
洋
ノ
風
」
か
と
い
え
ば
「
百
般
ノ
事
都
テ
西
洋
ノ
風
二
向

フ
」
中
で
、
雇
人
の
責
任
を
重
く
論
ず
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
、
「
主
従
恩
義
ノ
分
」
か
ら
す
れ
ば
重
く
な
る
、
と
す
る
論
者
に
対
し
て
、

「
恩
義
ノ
方
ヨ
リ
ス
レ
ハ
軽
キ
方
ナ
リ
」
と
反
論
し
て
い
る
（
同
上
書
、
一
六
六
、
一
七
二
頁
）
の
が
、
元
老
院
に
於
け
る
こ
の
問
題
の
捉
え

ら
れ
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
そ
こ
に
は
主
従
制
的
・
家
族
主
義
的
な
各
観
点
が
混
在
し
て
お
り
、
雇
傭
契

約
に
も
と
づ
く
「
交
際
上
」
の
観
点
も
ま
た
、
前
二
者
か
ら
一
応
切
離
さ
れ
た
と
は
い
え
、
十
分
に
明
確
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の

「
交
際
上
」
の
観
点
か
ら
す
る
（
雇
人
盗
を
重
く
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
）
主
張
の
正
当
化
は
、
し
か
も
、
歴
史
的
進
化
の
方
向
に
も
と

づ
く
優
劣
に
よ
っ
て
、
端
的
に
云
え
ば
「
西
洋
ノ
風
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
実
は
「
西
洋
」
と
「
支
那
日
本
」
の
事
実
上

の
優
劣
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
こ
こ
で
は
雇
人
盗
の
論
理
が
十
分
つ
き
つ
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
元
老
院
で
は
、
監
主
・
常
人
盗
の
名
称
を
法
文
か
ら
排
除
す
る
点
で
は
内
閣
の
主
張
に
譲
歩
を
示
し
、
た
だ
し
、
量
刑
の

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
五



　
　
　
早
法
五
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巻
三
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一
九
八
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）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
六

点
で
は
窃
盗
に
一
等
を
加
え
管
守
者
は
さ
ら
に
一
等
を
加
え
る
と
し
て
、
実
質
的
に
変
更
し
な
か
っ
た
。

　
②
雇
人
盗
条
例
（
雇
人
に
よ
る
家
長
の
財
産
の
私
借
）
お
よ
び
⑥
私
借
官
物
律
に
つ
い
て
は
、
第
二
読
会
で
重
大
な
修
正
案
が
と
び
出

し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
私
借
」
と
は
本
来
窃
盗
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
、
官
物
・
私
物
を
問
わ
ず
私
借
の
条
は
削
る
べ
し
、
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
明
清
律
で
私
借
官
物
を
監
守
盗
を
以
っ
て
処
罰
し
て
い
る
の
は
、
実
は
銭
糧
の
私
借
の
み
で
あ
る
が
、
銭
糧
の
場
合
は
こ
れ

を
盗
罪
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
器
物
の
私
借
は
、
実
際
上
そ
の
行
為
自
体
が
困
難
で
、
軽
微
な
も
の
で
あ
れ
ば
刑
法
上
掲

げ
る
程
の
こ
と
は
な
い
。
漢
然
と
「
官
物
」
と
規
定
す
る
の
は
か
え
っ
て
混
乱
の
も
と
で
あ
る
し
、
ま
た
、
実
際
に
こ
の
条
の
適
用
を
受

け
た
事
例
は
新
律
綱
領
頒
布
以
来
わ
ず
か
三
件
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
等
と
て
も
犯
情
か
ら
す
れ
ば
他
の
条
文
で
処
罰
し
得
る
、
と
い
う
の

が
理
由
で
あ
っ
た
（
陸
奥
宗
光
な
ど
）
。
こ
れ
に
対
し
村
田
は
、
「
私
借
」
は
実
際
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
盗
と
み
な
す
の
は
乱
暴

で
あ
り
、
ま
た
、
新
律
綱
領
以
来
の
規
定
で
あ
っ
て
今
急
に
廃
止
す
る
と
裁
判
上
不
都
合
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
対
抗
し
た
が
、
私
借
が

実
際
に
あ
る
と
す
る
の
は
名
が
あ
る
か
ら
実
も
あ
る
と
す
る
論
で
あ
り
、
裁
判
上
も
不
都
合
は
な
い
筈
で
あ
る
と
退
け
ら
れ
た
。
か
く
し

て
、
第
三
読
会
に
お
い
て
、
コ
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例
」
「
改
正
私
借
官
物
条
例
」
と
も
に
削
除
す
る
事
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
第
三
読
会
で
は
、
前
記
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
に
つ
い
て
、
中
島
信
行
と
水
本
成
美
を
修
正
委
員
に
選
出
し
（
「
日
誌
」
）
、

彼
ら
に
よ
る
修
正
案
が
五
月
八
日
開
か
れ
た
修
正
決
議
会
に
は
か
ら
れ
、
可
決
さ
れ
た
。
左
の
通
り
で
あ
る
（
「
筆
記
」
二
〇
二
ー
三
頁
）
。

　
　
　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律

　
　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
窃
盗
ヲ
以
テ
論
シ
一
等
ヲ
加
へ
管
守
者
ハ
又
一
等
ヲ
加
へ
並
二
罪
懲
役
終
身
二
止
ル

　
こ
の
雇
人
盗
律
の
再
修
正
案
と
政
府
原
案
可
決
と
な
っ
た
窃
盗
条
例
は
、
翌
九
日
上
奏
さ
れ
、
一
五
日
、
法
制
局
か
ら
異
議
な
き
旨
の



議
案
が
出
て
（
大
全
・
刑
法
門
丁
三
六
〇
頁
）
、
明
治
九
年
五
月
一
九
日
太
政
官
七
四
号
を
以
て
布
告
さ
れ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
み
た
如
く
、
新
律
綱
領
に
お
い
て
、
旧
幕
以
来
の
刑
法
と
明
清
律
の
摂
取
に
よ
っ
て
、
封
建
刑
法
と
し
て
の
特
徴
を
示
し
て
い
た

コ
雇
人
盗
」
の
類
型
は
、
基
本
的
に
は
旧
刑
法
に
い
た
る
ま
で
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
、
あ
る
い
は
重
刑
化
が
試

み
ら
れ
、
あ
る
い
は
軽
減
が
企
て
ら
れ
る
な
ど
決
し
て
安
定
し
た
類
型
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
大
別
す
れ
ば
改
定
律
例
ま
で
の
重
刑

化
の
過
程
と
そ
れ
以
降
の
軽
減
の
試
み
の
過
程
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
前
者
を
司
法
省
を
中
心
と
す
る
法
令
の
改
廃
と
伺
・
指
令
の
中
で
、

後
者
を
元
老
院
に
お
け
る
審
議
を
中
心
に
み
て
き
た
。

　
「
雇
人
盗
」
に
よ
っ
て
捉
え
ら
る
べ
き
コ
雇
人
」
の
内
容
も
転
変
を
と
げ
、
新
律
綱
領
に
お
け
る
一
般
的
な
規
定
か
ら
、
よ
り
具
体
的

に
規
定
せ
ん
と
す
る
過
程
、
そ
れ
を
簡
略
化
し
て
「
届
出
」
を
要
件
と
す
る
試
み
を
介
し
て
、
再
び
一
般
的
な
規
定
へ
と
回
帰
す
る
過
程

を
経
た
。
そ
れ
は
、
「
雇
人
盗
」
の
類
型
を
維
持
せ
ん
と
す
る
限
り
で
、
一
時
的
な
契
約
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
を
別
類
型
と
し
て
折
出

し
つ
つ
、
基
本
的
に
は
雇
主
ー
雇
人
間
の
継
続
的
雇
傭
関
係
、
就
中
人
格
的
（
支
配
）
関
係
を
前
提
と
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
当
時
の
雇
人
盗
の
類
型
に
よ
っ
て
守
ら
る
べ
き
秩
序
の
理
解
に
お
い
て
主
従
制
的
・
家
族
主
義
的
・
雇
傭
契
約
的
諸
関
係
の
各
局

面
が
混
在
す
る
如
く
、
開
港
以
来
の
経
済
的
発
展
に
伴
う
、
そ
し
て
ま
た
維
新
前
後
の
政
治
的
変
動
に
伴
う
、
人
口
と
身
分
の
流
動
化
に

対
応
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
戸
籍
記
載
乃
至
届
出
を
コ
雇
人
」
の
要
件
と
す
る
方
式
は
、
か
か
る
流
動
的
な
雇
傭
”
身
分
関

係
に
あ
っ
て
人
格
的
（
支
配
）
関
係
の
存
否
を
形
式
的
側
面
か
ら
捉
え
る
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
コ
雇
人
」
で
あ
る
か
否
か
、

　
　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
コ
崔
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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早
法
五
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八
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四
三
八

す
な
わ
ち
雇
傭
関
係
の
存
否
を
「
届
出
」
の
有
無
に
よ
っ
て
決
定
せ
ん
と
す
る
非
現
実
的
な
試
み
は
間
も
な
く
失
敗
し
、
結
局
雇
傭
関
係

の
存
否
の
事
実
そ
の
も
の
を
コ
雇
人
」
の
基
準
と
す
る
に
至
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
雇
主
i
雇
人
関
係
が
す
な
わ
ち
人
格
的
（
支
配
）
関

係
で
あ
る
こ
と
を
事
実
に
お
い
て
想
定
す
る
、
「
雇
人
盗
」
の
類
型
が
本
来
有
す
べ
き
前
提
は
、
そ
の
関
係
を
法
的
に
推
定
す
る
と
こ
ろ

ま
で
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
い
得
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
コ
雇
人
盗
」
に
つ
い
て
の
諸
改
正
が
一
段
落
し
た
明
治
九
年
五
月
、
お
り
し
も
司
法
省
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
範
と
す
る
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

編
纂
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
「
教
師
」
に
迎
え
て
本
格
化
す
る
。
編
纂
会
議
に
お
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
日
本
人
委
員
（
鶴
田
皓
）

の
双
方
が
「
僕
碑
」
等
に
よ
る
「
家
主
」
の
財
物
の
窃
取
を
一
般
の
窃
盗
よ
り
加
重
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
は
微
妙

に
喰
い
違
っ
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
方
が
「
家
主
ノ
安
心
二
乗
シ
タ
ル
」
、
す
な
わ
ち
「
背
信
」
を
根
拠
と
す
る
の
に
対
し
、
鶴
田
は
「
家

主
ノ
恩
誼
二
背
キ
タ
ル
」
点
を
あ
げ
る
。
こ
の
微
妙
な
対
立
は
鶴
田
の
譲
歩
に
よ
っ
て
さ
し
て
表
面
化
し
な
い
ま
ま
、
「
日
本
刑
法
草
案
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

で
は
、
窃
盗
の
加
重
要
因
と
し
て
「
僕
碑
」
等
と
「
家
主
」
と
の
相
互
の
窃
盗
を
あ
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
刑
法
草
案
審
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

局
に
お
け
る
修
正
で
こ
の
加
重
要
因
が
削
除
さ
れ
た
結
果
、
旧
刑
法
は
「
雇
人
盗
」
の
類
型
を
い
か
な
る
意
味
で
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
倉
庫
・
運
送
業
者
・
旦
雇
い
な
ど
一
時
的
な
契
約
関
係
に
あ
る
者
に
よ
る
窃
盗
は
、
「
監
守
盗
」
と
と
も
に
、
背
任
・
横
領
に

包
摂
せ
し
め
ら
れ
た
。
コ
雇
人
盗
」
の
あ
る
も
の
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
旧
刑
法
の
背
任
・
横
領
の
類
型
は
、
む
し
ろ
新
律
綱
領
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）

改
定
律
例
に
お
け
る
「
費
用
受
寄
財
産
」
条
（
雑
犯
律
中
）
に
親
近
性
を
も
つ
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
コ
雇
人
盗
」
の
類
型
は
、
か
く
し
て
、
法
文
上
は
一
般
の
窃
盗
と
背
任
・
横
領
の
類
型
の
中
に
解
消
し
、
犯
人
の
身
分
に
も
と
づ
く
構

成
か
ら
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
構
成
へ
と
転
換
を
と
げ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
文
上
の
転
換
が
こ
れ
を
運
用
す
る



精
神
の
転
換
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
先
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
鶴
田
と
の
「
対
立
」
が
示
し
て
お
り
、
間
題
は
そ
の
解
釈
・
適

用
の
領
域
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
、
当
時
の
雇
傭
関
係
の
実
際
や
戸
籍
制
度
と
の
関
連
、
現
実
の
「
雇
人
盗
」
律
適
用
の
状
況
、
さ
ら
に
は
当
時
の
刑

法
体
系
全
体
の
変
化
な
ど
ふ
れ
る
べ
く
し
て
な
し
得
な
か
っ
た
点
が
多
い
。
不
十
分
の
誹
り
を
免
れ
得
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

（（21））

（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
小
早
川
欣
吾
「
新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
の
編
纂
過
程
と
其
の
判
決
に
就
い
て
」
、
『
続
明
治
法
制
叢
考
』
昭
和
一
七
年
所
収
、
参
照
。

　
平
野
義
太
郎
「
明
治
刑
法
発
達
史
」
、
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
『
明
治
権
力
の
法
的
構
造
』
昭
和
三
四
年
所
収
（
な
お
初
出
は
「
歴
史
科
学
」

第
四
巻
第
四
号
、
昭
和
一
〇
年
）
、
福
島
正
夫
『
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
』
昭
和
四
二
年
、
二
三
八
頁
以
下
、
参
照
。

　
な
お
、
後
論
の
理
解
に
便
な
ら
し
む
る
た
め
「
七
賊
図
」
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
刑
罰
体
系
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、

強
盗
・
窃
盗
・
収
賄
な
ど
に
お
い
て
「
賊
」
に
よ
っ
て
科
刑
が
異
な
る
点
に
あ
る
。
「
賊
」
と
は
不
法
に
取
得
し
た
財
物
を
さ
す
が
、
こ
の
触
の

多
少
と
量
刑
と
を
対
応
さ
せ
た
の
が
「
七
賊
図
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
の
は
、
新
律
綱
領
の
「
七
臓
図
」
と
改
定
律
例
の
「
改
正
七
臓
例
図
」

を
合
わ
せ
、
行
論
に
必
要
な
も
の
の
み
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
次
頁
）

　
新
律
綱
領
の
「
五
刑
」
（
答
・
杖
・
徒
・
流
・
死
）
は
、
明
治
五
年
四
月
の
「
懲
役
例
図
」
を
経
て
改
定
律
例
で
は
終
身
懲
役
が
新
設
さ
れ
、

死
刑
を
除
い
て
す
べ
て
懲
役
刑
と
な
っ
た
。
最
上
段
の
新
律
綱
領
の
刑
と
次
段
の
改
定
律
例
の
対
応
は
こ
れ
を
示
す
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
、
た
と

え
ば
、
窃
盗
で
臓
の
価
額
が
二
五
円
の
も
の
は
懲
役
八
○
日
に
該
る
が
、
何
ら
か
の
要
因
に
よ
っ
て
「
一
等
ヲ
加
フ
」
と
さ
れ
る
場
合
は
九
〇
日

に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
終
身
懲
役
の
欄
は
改
定
律
例
に
に
お
け
る
そ
の
新
設
に
伴
う
改
定
を
示
す
。

　
名
例
律
中
「
称
監
臨
主
守
」
条
。
こ
の
唐
律
以
来
の
概
念
の
理
解
は
、
滋
賀
秀
三
『
唐
律
疏
義
訳
註
篇
一
』
（
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律

令
・
五
』
昭
和
五
四
年
）
三
一
九
ー
二
六
頁
、
に
よ
る
。
な
お
、
小
早
川
・
前
掲
・
コ
一
二
頁
参
照
。

　
な
お
、
前
注
の
滋
賀
・
訳
註
三
一
七
ー
九
頁
、
参
照
。

明
治
前
期
に
お
け
る
コ
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
九



（
6
）

早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）

杖 答
五　刑

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 （新律綱領）

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 懲　役
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 （改定律例）

1 1
20
円

10
円

円
以

円
以

監守盗

上 下

1 1
30
円

20
円

10
円

円
以

円
以

常人盗

上 下

1 1
40
円

30
円

20
円

10
円

円
以

円
以

窃　盗

上 下

5 5
㈱
円

幽
円

120

円

100

円
80
円

60
円

40
円

20
円

円
以

円
以

坐　隙

上 下

四
四
〇

　
明
治
五
年
一
〇
月
二
日
太
政
官
二
九
五
号
布
告
を
さ
す
。
い
わ
ゆ
る
娼
妓
解
放
令
で
あ
る
。

　
こ
の
布
告
は
、
ω
「
従
来
年
期
奉
公
等
種
々
ノ
名
目
ヲ
以
テ
奉
公
住
為
致
」
る
も
の
を
人
身
売
買
と
し
て
禁
止
し
、
②
「
農
工
商
ノ
諸
業
習
熟

ノ
為
メ
弟
子
奉
公
」
さ
せ
る
場
合
も
、
契
約
期
間
に
つ
き
七
年
間
を
限
度
と
す
る
、
③
ま
た
、
「
平
常
ノ
奉
公
人
」
は
一
年
ご
と
の
契
約
と
す
る
、

そ
し
て
最
後
に
、
ω
「
娼
妓
芸
妓
等
年
季
奉
公
人
一
切
解
放
可
致
右
二
付
テ
ノ
貸
借
訴
訟
総
テ
不
取
上
候
事
」
と
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
が
、
第
四
項
の
娼
芸
妓
の
人
身
売
買
禁
止
を
目
的
と
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
年
六
月
に
お
き
た
「
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
」
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
際
日
本
に
人
身
の
売
買
に
よ
る
娼
芸
妓
の
存
在
す
る
こ
と
が
諸
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
の
前
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
を
契
機
と
し
て
、
政
府
部
内
で
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禁
止
論
が
強
ま
っ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
実
際
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
布
告
後
も
娼
芸
妓
の
実
態
は
変
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
等
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
、
牧
英
正
『
近
世
目
本
の
人
身
売
買
の
系
譜
』
（
昭
和
四
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
に
詳
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
服
藤
弘
司
「
明
治
前
期
の
雇
傭
法
」
（
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
経
篇
八
、
昭
和
三
五
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
同
論
文
は
被
傭
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
も
詳
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
明
治
七
年
一
月
二
八
目
付
司
法
省
指
令
（
置
賜
県
へ
）
、
外
岡
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
郎
編
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』
（
以
下
『
家
族
法
資
料
』
と
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称
）
別
巻
一
、
二
七
二
－
三
頁
、
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
福
島
正
夫
「
明
治
四
年
戸
籍
法
の
史
的
前
提
と
そ
の
構
造
」
（
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
『
戸
籍
制
度
と
「
家
」
制
度
』
昭
和
三
四
年
、
所
収
）
な
ど
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照
。
な
お
、
こ
の
項
で
述
べ
る
戸
籍
届
出
と
雇
人
身
分
の
関
係
に
つ



徒

1
年

1
年

30
円

40
円

50

円
一
㎜
円

　
　
㎜

1
年
半

1
年
半

40
円

50
円

　
　
皿

6。

円
一
留

2
年

2
年

50
円

60
円

70
円

㎝
円

2
年
半

2
年
半

60
円

70
円

80
円

㎜
円

3
年

3
年

70
円

80
円

90
円

千
円

流

一
等

5
年

80
円

90
円

蜘
円

二
等

7
年

90
円

㎜
円

m
円

三
等

10
年

㎜
円

m
円

伽
円

終
身

［
㎜
円

［
㎜
円

【
㎜
円

死

絞

（
斬
・
臭
）

㎜
円

㎜
…
円
謝
円

鋤
円
一

（
1
5
）
　
『
同
右
険
別
巻
一
、
二
九
一
ー
二
頁
。

（
1
6
）
　
近
藤
圭
造
『
増
補
皇
朝
律
例
彙
纂
』
明
治
十
年
、
七
一
丁
裏
。

（
1
7
）
　
『
家
族
法
資
料
』
第
一
巻
第
二
冊
、
二
九
四
－
五
頁
。

（
1
8
）
　
『
同
右
』
第
一
巻
第
二
冊
、
五
八
九
－
五
九
〇
頁
。

（
1
9
）
　
な
お
、
『
法
規
分
類
大
全
』
の
載
せ
る
一
連
の
文
書
の
日
付
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
司
法
省
布
達
が
五
日
で
あ
る
。
二
の
翻
驕
の
理
由
は
不
明
。

　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）

　
　
い
て
、
沼
正
也
「
家
族
関
係
法
に
お
け
る
近
代
的
思
惟
の
確
立
過
程
」

　
　
（
『
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
』
同
著
作
集
第
二
巻
、
昭
和
五

　
　
五
年
、
所
収
）
が
別
の
観
点
か
ら
で
あ
を
が
詳
細
な
検
討
を
行
な
っ

　
　
て
い
る
。

（
1
0
）
　
例
え
ば
、
こ
の
税
則
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
司
法
省
へ
の
明
治
八
年

　
　
一
二
月
四
日
付
渡
会
県
伺
中
に
、
「
明
治
六
年
第
百
九
十
号
ヲ
以
テ

　
　
今
後
戸
籍
届
済
以
上
ノ
者
ヲ
雇
人
ト
称
ス
ヘ
キ
旨
御
布
達
有
之
所
…

　
　
…
唯
僕
碑
税
則
二
傭
人
ノ
出
入
ヲ
届
ク
ル
事
ア
ル
ヲ
以
テ
前
条
ノ
御

　
　
布
達
ア
リ
シ
儀
二
有
之
敷
」
と
あ
る
（
『
家
族
法
資
料
』
別
巻
一
、

　
　
三
三
四
頁
）
。
司
法
省
自
身
も
同
様
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
後
掲
明
治

　
　
一
〇
年
二
月
七
日
付
司
法
省
伺
、
参
照
。

（
n
）
『
家
族
法
資
料
』
第
一
巻
第
二
冊
、
一
五
四
i
五
頁
。

（
1
2
）
　
『
同
右
』
別
巻
一
、
二
七
五
頁
。

（
1
3
）
　
『
同
右
』
別
巻
一
、
二
七
六
ー
七
頁
。

（
1
4
）
　
『
同
右
』
別
巻
一
、
二
九
〇
ー
一
頁
。

司
法
省
伺
が
二
月
七
日
、
法
制
局
議
案
お
よ
び
太
政
官
指
令
が
九
日
、
そ
し
て

四
四
一



（
2
0
）

（21
）

（
2
2
）

早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）

四
四
二

　
こ
の
点
は
、
先
の
司
法
省
伺
中
に
「
先
般
律
例
調
書
中
ニ
モ
御
改
正
ノ
儀
伺
置
キ
候
処
」
と
あ
る
の
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
日
本
近
代
刑
事
法
令
集
、
中
』
（
岡
琢
郎
編
、
司
法
資
料
別
冊
第
一
七
号
、
昭
和
一
七
年
）
に
収
め
ら
れ
た
「
校
正
律
例
稿
」
に
は
、
本
条

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。
（
同
書
三
四
二
－
三
頁
）

　
　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律

　
第
百
四
十
三
条
第
二
百
二
十
条
雇
人
家
長
ヲ
殴
死
ス
ル
者
懲
役
終
身
ト
有
之
二
対
シ
此
条
雇
人
ノ
盗
罪
ヲ
死
二
処
ス
ル
事
甚
不
権
衡
ナ
リ
宜
ク

　
綱
領
ヲ
復
立
ス
ヘ
シ

　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
条
例

　
第
百
四
十
四
条
削
ル
ヘ
シ

　
こ
の
校
正
律
例
稿
は
、
成
立
の
由
来
等
不
明
の
点
が
多
い
が
、
新
律
綱
領
お
よ
び
改
定
律
例
の
改
正
要
綱
で
あ
っ
て
、
明
治
七
年
初
以
降
編
纂

が
始
め
ら
れ
、
同
年
十
月
か
十
二
月
ま
で
に
脱
稿
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
手
塚
豊
「
校
正
律
例
に
つ
い
て
」
、
『
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
』
所

収
、
昭
和
三
一
年
）
。
こ
こ
に
示
し
た
法
制
課
議
案
お
よ
び
司
法
省
伺
中
の
文
言
は
、
校
正
律
例
を
基
礎
と
し
た
刑
法
全
体
の
改
正
作
業
を
想
定

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
校
正
律
例
稿
で
示
さ
れ
た
改
正
の
方
針
と
先
の
司
法
省
伺
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま

た
、
後
述
の
、
元
老
院
に
下
付
さ
れ
た
改
正
案
は
こ
の
校
正
律
例
↓
司
法
省
伺
の
具
体
化
と
み
ら
れ
、
「
綱
領
ヲ
復
立
」
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。　

す
な
わ
ち
、
八
年
一
月
の
大
阪
会
議
の
結
果
、
四
月
一
四
日
左
院
が
廃
さ
れ
て
元
老
院
が
設
け
ら
れ
、
同
二
五
日
同
院
職
制
・
章
程
が
定
め
ら

れ
る
と
と
も
に
議
官
が
任
命
さ
れ
た
（
大
全
・
官
職
門
一
〇
二
一
＝
～
五
頁
、
お
よ
び
「
日
誌
」
）
。
章
程
第
一
条
に
目
く
、
「
元
老
院
ハ
議
法
官

ニ
シ
テ
新
法
ノ
設
立
旧
法
ノ
改
正
ヲ
議
定
シ
及
ヒ
諸
建
白
ヲ
受
納
ス
ル
所
ナ
リ
」
。
ま
た
、
同
第
七
条
に
曰
く
、
「
新
法
ノ
設
立
旧
法
ノ
改
正
二
拘

ラ
ス
議
案
ハ
総
テ
天
皇
陛
下
ヨ
リ
付
与
セ
ラ
ル
ヘ
シ
縦
令
本
院
ノ
起
草
二
出
ル
ト
難
モ
直
二
之
ヲ
会
議
二
付
ス
可
ヵ
ラ
ス
」
。
上
記
法
制
局
議
案

は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
元
老
院
が
翌
九
年
一
月
ま
で
実
質
的
に
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
は
本
文
に
ふ
れ
る
通
り
で

あ
る
。

　
大
全
・
官
職
門
一
〇
・
六
三
－
五
頁
。
以
上
の
、
い
わ
ゆ
る
元
老
院
権
限
問
題
に
つ
い
て
は
、
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
（
昭
和



（
2
3
）

（
2
4
）

三
五
年
）
第
六
章
を
参
照
。

　
『
元
老
院
日
誌
』
に
よ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
年
中
に
下
付
さ
れ
た
議
案
は
一
一
件
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
煙
草
税
則
案
は
、
先
に
九

月
一
〇
日
「
詮
議
ノ
次
第
有
之
候
条
返
戻
可
致
」
と
の
指
示
に
よ
っ
て
返
上
さ
れ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
「
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律
」
の
返
上
の
理
由
に
つ
い
て
、
の
ち
に
こ
の
案
が
改
め
て
元
老
院
に
下
付
さ
れ
た
際
の
法
制
局
議

案
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（
九
年
一
月
一
四
日
付
法
制
局
議
案
、
大
全
・
刑
法
門
一
・
三
五
七
頁
）

　
　
八
年
三
月
一
五
日
付
司
法
省
伺
（
前
出
）
に
い
う
改
正
案
は
、
「
一
タ
ヒ
元
老
院
会
議
二
付
セ
ラ
レ
候
へ
疋
其
改
正
案
中
権
衡
二
於
テ
猶
穏

　
当
ナ
ラ
サ
ル
廉
」
が
あ
り
、
「
司
法
省
主
任
ノ
者
」
と
協
議
し
た
結
果
、
更
に
改
正
し
て
改
め
て
元
老
院
の
議
定
に
付
し
た
い
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
に
元
老
院
に
下
付
し
た
案
は
不
都
合
で
あ
っ
た
た
め
さ
ら
に
改
正
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
元
老
院
創
設
時
の
混
乱

と
は
無
関
係
の
如
き
口
吻
で
あ
る
。

　
実
際
に
、
こ
の
と
き
司
法
省
が
作
製
し
元
老
院
に
下
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
案
は
次
の
如
く
で
あ
っ
て
（
公
文
録
・
明
治
九
年
五
月
司
法
之
部

二
）
八
年
三
月
司
法
省
伺
の
具
体
化
と
み
ら
れ
、
九
年
一
月
に
改
め
て
下
付
さ
れ
た
政
府
案
と
は
や
や
異
な
る
。

　
　
　
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律

　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
窃
盗
ヲ
以
テ
論
シ
管
守
者
自
ラ
盗
ム
ハ
一
等
ヲ
加
へ
加
ヘ
テ
罪
懲
役
終
身
二
入
ル

　
　
　
費
用
受
寄
財
産
条
例

　
凡
雇
人
家
長
ノ
財
物
ヲ
管
守
シ
テ
私
二
自
ラ
借
用
シ
及
ヒ
人
二
借
ス
者
証
書
ナ
キ
ハ
窃
盗
二
准
シ
テ
論
ス
証
書
ア
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減
シ
罪
懲
役
三

　
年
二
止
ル

　
　
　
窃
盗
条
例

　
凡
客
塵
倉
戸
及
ヒ
工
人
舟
子
脚
夫
馬
丁
等
其
寄
託
ス
ル
所
ノ
財
物
ヲ
盗
ム
者
ハ
並
二
窃
盗
ヲ
以
テ
論
シ
一
等
ヲ
加
へ
加
ヘ
テ
懲
役
終
身
．
｝
入
ル

　
　
　
改
正
私
借
官
物
律

　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
凡
監
臨
守
主
監
守
ス
ル
所
ノ
銭
糧
ヲ
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
借
ス
者
証
書
ナ
キ
ハ
監
守
盗
二
準
シ
テ
論
ス
証
書
ア
ル
ハ
ニ
等
ヲ
減
シ
罪
懲
役

　
三
年
二
止
ル
其
借
ル
者
監
守
人
二
非
サ
レ
ハ
証
書
ノ
有
無
ヲ
分
タ
ス
窃
盗
二
準
シ
一
等
ヲ
減
シ
罪
懲
役
二
年
半
二
止
ル

明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
三



（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
四

　
若
シ
監
守
人
監
守
ス
ル
所
ノ
什
物
等
私
二
借
用
シ
若
ク
ハ
人
二
借
シ
及
ヒ
之
ヲ
借
ル
者
ハ
証
書
ノ
有
無
ヲ
分
タ
ス
各
懲
役
三
十
日
借
ル
所
ノ
物

　
価
ヲ
計
へ
重
キ
者
ハ
坐
賊
ヲ
以
テ
論
シ
ニ
等
ヲ
減
ス

　
「
議
案
朗
読
規
則
」
（
九
年
一
月
二
三
日
、
大
全
・
官
職
門
一
〇
・
七
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
第
一
読
会
で
は
議
案
を
朗
読
す
る
の
み
で
、
第
二
読

会
に
至
っ
て
逐
条
の
審
議
を
行
な
い
、
第
三
読
会
で
各
議
官
が
一
度
ず
つ
自
己
の
意
見
を
述
べ
た
上
で
決
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

　
な
お
、
本
案
の
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
に
は
第
一
読
会
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
二
読
会
か
ら
の
記
録
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
前
述
の
「
仮
刑
律
」
で
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
（
「
奉
公
人
」
「
旦
雇
加
勢
ノ
者
」
へ
の
加
重
）
が
、
さ
ら
に
近
世
の
法
に
ま
で

遡
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
中
沢
巷
一
監
修
『
藩
法
史
料
集
成
』
（
昭
和
五
五
年
）
に
収
め
ら
れ
た
限
り
で
み
れ
ば
（
し
た
が
っ
て
わ
ず
か
の
例
か

ら
で
は
あ
る
が
）
、
幕
末
の
い
く
つ
か
の
藩
の
刑
法
は
奉
公
人
の
盗
罪
を
一
般
の
窃
盗
よ
り
も
加
重
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
熊
本
藩
刑
法
草
書
が

こ
の
点
で
詳
細
で
あ
る
。

　
近
世
の
雇
傭
関
係
が
主
従
制
的
側
面
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
た
事
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
石
井
良
助
『
日
本
法
制
史
概
説
』
他
）
、
そ
れ

故
に
奉
公
人
の
主
人
に
対
す
る
犯
罪
へ
の
刑
罰
が
著
し
く
加
重
さ
れ
た
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
け
る
こ
の
「
奉
公
人
の
犯
罪
」
の

捉
え
方
が
こ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　
こ
の
修
正
が
注
（
2
4
）
に
掲
げ
た
司
法
省
の
原
案
と
み
ら
れ
る
も
の
に
近
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
両
者
の
関
係
は
検
証
で
き
て
い
な
い
。

　
お
よ
そ
不
法
に
取
得
し
た
財
産
を
「
賊
」
と
よ
ぶ
が
、
「
坐
賊
」
と
は
、
律
に
該
当
す
る
刑
名
が
な
く
と
も
不
法
と
み
な
さ
れ
る
財
産
の
取
得

が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
「
賊
」
の
額
に
応
じ
て
刑
を
科
す
類
型
で
あ
る
（
新
律
綱
領
「
七
賊
図
」
説
明
お
よ
び
受
賊
律
中
「
坐
臓
受
罪
」
条
）
。

法
文
か
ら
は
、
特
に
官
吏
に
よ
る
、
収
賄
に
当
ら
な
い
程
度
の
不
法
所
得
を
目
的
と
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
。

　
次
の
「
違
式
」
は
、
軽
罪
の
一
般
的
な
処
罰
規
定
で
、
新
律
綱
領
断
獄
律
「
違
令
」
条
お
よ
び
改
定
律
例
「
違
令
条
例
」
で
規
定
す
る
。
後
者

第
二
八
八
条
に
曰
く
「
凡
式
二
違
フ
者
ハ
懲
役
二
十
目
軽
キ
者
は
一
等
ヲ
減
ス
」
。

　
「
議
案
修
正
条
例
」
第
三
条
「
修
正
ノ
意
見
ヲ
発
ス
ル
者
ア
リ
テ
衆
議
可
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
議
長
ヨ
リ
委
員
ヲ
命
シ
テ
修
正
案
ヲ
作
ラ
シ
ム
可
シ
」
。

こ
の
条
例
は
明
治
八
年
一
一
月
二
二
日
「
元
老
院
議
長
幹
事
職
務
条
例
」
「
議
事
条
例
」
「
議
案
検
視
条
例
」
と
と
も
に
元
老
院
に
達
せ
ら
れ
た

（
大
全
・
官
職
門
一
〇
・
六
八
ー
九
頁
）
。



（
3
0
）
　
明
治
八
年
一
一
月
の
元
老
院
章
程
に
よ
っ
て
、
「
参
議
省
使
長
官
及
法
制
官
」
は
「
其
主
任
ノ
事
案
二
就
キ
」
元
老
院
の
会
議
に
お
い
て
「
内

　
　
閣
ノ
委
員
ト
シ
テ
」
「
議
案
ノ
理
趣
ヲ
弁
明
ス
」
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
（
第
八
条
）
。

　
　
　
二
月
二
日
の
第
三
読
会
で
原
案
修
正
に
決
し
、
修
正
委
員
に
よ
っ
て
修
正
案
が
起
草
さ
れ
る
と
、
二
月
九
日
、
元
老
院
は
上
申
し
て
こ
の
修
正

　
　
案
と
付
属
の
意
見
書
を
正
院
に
示
し
、
来
た
る
二
二
日
に
決
議
会
を
開
く
旨
予
告
し
て
い
る
（
大
全
・
刑
法
門
一
・
三
五
七
－
八
頁
）
。
こ
の
点

　
　
は
前
注
「
議
案
修
正
条
例
」
第
五
・
六
条
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
五
条
　
修
正
案
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
議
長
二
進
メ
議
長
命
シ
テ
之
ヲ
印
刷
シ
各
議
官
二
分
付
シ
併
セ
テ
第
二
次
会
ヲ
開
ク
ノ
日
ヲ
報
知
シ
又
其

　
　
　
　
一
部
ヲ
内
閣
二
送
リ
内
閣
委
員
ノ
検
照
二
供
ス
内
閣
委
員
修
正
案
二
叶
同
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
意
見
書
ヲ
作
リ
内
閣
ヲ
経
テ
議
長
二
答
覆
ス
ル
事

　
　
　
　
ヲ
得
其
意
見
書
ヲ
作
ル
ニ
要
用
ナ
ル
時
間
ヲ
得
ル
為
メ
ニ
ハ
本
案
会
議
ノ
期
ヲ
緩
ク
ス
ル
事
ヲ
求
ム
ル
事
ヲ
得
或
ハ
叉
意
見
書
ヲ
作
ラ
ス
シ

　
　
　
　
テ
会
議
二
臨
ミ
原
案
ヲ
主
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
第
六
条
　
第
二
次
会
二
於
テ
書
記
官
ハ
先
ッ
逐
条
原
案
ヲ
読
ミ
次
二
修
正
案
ヲ
読
ミ
次
二
内
閣
委
員
ノ
意
見
書
ヲ
読
ミ
修
正
委
員
考
案
ヲ
陳
シ

　
　
　
　
内
閣
委
員
原
案
ヲ
主
持
シ
而
シ
テ
後
衆
議
官
逐
条
修
正
ノ
可
否
ヲ
決
ス

　
　
な
お
、
こ
の
と
き
鶴
田
が
出
席
し
た
事
等
に
つ
き
次
の
書
簡
が
そ
の
間
の
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
　
　
　
雇
人
盗
家
長
財
物
律
改
正
に
付
元
老
院
よ
り
修
正
案
を
上
申
し
、
猶
明
十
三
日
右
修
正
案
議
定
之
屈
御
坐
候
。
然
る
に
右
修
正
案
に
不
都
合

　
　
　
　
之
廉
相
見
へ
、
主
任
之
鶴
田
意
見
有
之
に
付
明
日
院
議
に
出
頭
し
原
案
を
主
張
す
る
筈
に
本
日
局
議
い
た
し
候
。
因
而
は
鶴
田
事
内
閣
委
員

　
　
　
　
之
場
に
而
元
老
院
条
例
中
修
正
条
例
第
五
条
、
第
六
条
に
依
り
相
心
得
候
而
苦
か
ら
ず
候
欺
。
右
奉
申
上
候
。
万
一
不
都
合
に
被
思
召
候
は

　
　
　
　
N
明
早
迄
に
細
川
潤
次
郎
宅
迄
に
（
駿
河
台
北
甲
賀
町
一
番
）
御
垂
示
被
成
下
度
候
。
敬
白

　
　
　
　
　
　
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
制
官
中

　
　
　
　
　
伊
藤
長
官
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

　
　
　
　
追
而
元
老
院
へ
は
主
任
一
人
出
頭
之
議
今
日
申
遺
置
候
也
。

　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
「
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
五



（
31
）

（
32
）

（
3
3
）

早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
六

　
　
　
（
明
治
九
年
二
月
一
二
日
付
、
伊
藤
博
文
宛
井
上
毅
書
翰
、
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
　
一
』
昭
和
四
八
年
、

　
　
　
三
〇
四
頁
）

右
の
書
翰
は
、
二
月
二
二
日
の
決
議
会
を
前
に
、
元
老
院
の
修
正
案
に
対
す
る
意
見
を
法
制
局
か
ら
鶴
田
が
出
席
し
て
述
べ
る
こ
と
、
そ
れ
に
っ

い
て
は
上
記
の
議
案
修
正
条
例
第
五
・
六
条
に
従
っ
て
と
り
行
う
こ
と
、
の
確
認
を
法
制
官
（
井
上
毅
）
か
ら
法
制
局
長
官
伊
藤
博
文
に
求
め
た

も
の
で
あ
る
。
元
老
院
の
草
創
期
に
あ
っ
て
、
議
案
修
正
条
例
が
実
際
に
適
用
さ
れ
る
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
中
で
、
法
制
局
に
お
い
て
鶴
田
が
こ
の
改
正
間
題
に
つ
い
て
「
主
任
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
右
の
事
柄
を

「
局
議
」
に
よ
っ
て
決
定
し
た
ら
し
い
こ
と
、
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
当
時
井
上
毅
は
二
等
法
制
官
、
細
川
潤
次
郎
は
一
等
法
制
官
、
鶴
田
は

司
法
大
丞
兼
一
等
法
制
官
で
あ
っ
た
。

　
内
閣
委
員
の
発
言
が
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
鶴
田
の
も
の
と
、
第
二
次
審
議
（
後
出
）
に
お
け
る
村
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ご

保
の
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
例
え
ば
二
月
二
日
第
三
読
会
に
お
け
る
佐
野
常
民
の
発
言
中
に
「
饗
二
委
任
法
制
官
ノ
説
明
ア
リ
ト
錐
モ
」
（
「
筆
記
」

一
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
同
書
に
掲
載
さ
れ
な
い
第
一
読
会
に
お
い
て
原
案
の
説
明
等
に
内
閣
委
員
が
出
席
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
こ
の
二
月
二
二
日
決
議
会
に
提
出
さ
れ
た
修
正
案
に
つ
い
て
修
正
委
員
の
説
明
が
あ
っ
た
ら
し
い
（
コ
雇
人
盗
家
長
財
物

条
例
」
に
つ
い
て
の
鶴
田
発
言
中
、
同
書
、
二
八
頁
。
な
お
、
前
注
「
議
案
修
正
条
例
」
第
六
条
参
照
）
の
に
『
会
議
筆
記
』
で
は
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。

　
そ
の
際
鶴
田
は
、
さ
き
に
新
律
綱
領
撰
定
の
際
に
「
総
テ
明
清
律
ヨ
リ
ハ
ニ
一
等
軽
ク
ス
ヘ
キ
勅
ア
リ
テ
」
全
体
に
明
清
律
よ
り
軽
く
し
た
の

で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
「
筆
記
」
三
一
頁
）
。
彼
は
、
水
本
成
美
を
中
心
に
行
わ
れ
た
新
律
綱
領
の
編
纂
に
村
田
保
・
村
岡
良
弼
ら
と
と
も
に

参
加
し
た
（
手
塚
豊
『
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
』
昭
和
三
一
年
、
藤
田
弘
道
「
新
律
綱
領
編
纂
考
」
手
塚
退
職
記
念
『
明
治
灘
醐
顛
の
研
究
』

昭
和
五
二
年
所
収
、
参
照
）
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
う
「
勅
」
は
、
明
治
二
年
九
月
二
日
、
集
議
院
に
律
書
撰
定
を
下
問
し
た
詔
勅
（
大

全
・
刑
法
門
叫
二
二
頁
）
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
右
の
詔
勅
お
よ
び
こ
れ
を
う
け
て
出
さ
れ
た
、
刑
部
省
に
新
律
の
撰
定
を
命
ず
る
達

（
一
〇
月
七
日
付
、
同
上
書
、
四
頁
）
の
い
ず
れ
に
も
「
明
清
律
ヨ
リ
ハ
一
二
等
ヲ
軽
ク
ス
ヘ
キ
」
と
い
っ
た
具
体
的
文
言
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

　
前
注
参
照
。



（
鍵
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
訂
）

（
3
8
）

　
こ
の
「
内
閣
ノ
意
見
」
、
「
内
閣
ノ
付
箋
」
は
前
記
法
制
局
議
案
に
い
う
「
付
箋
」
、
「
意
見
書
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
（
前
掲
公
文
録
に
よ
る
。

注
（
2
4
）
参
照
）
。
す
な
わ
ち
、
正
院
で
は
、
法
制
局
が
提
出
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
元
老
院
に
下
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
旧
刑
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
新
井
勉
「
旧
刑
法
の
制
定
e
・
⇔
」
法
学
論
叢
九
八
巻
一
・
四
号
、
昭
和
五
一
年
、
野
村
稔
「
明
治
維
新

以
後
の
刑
法
制
定
史
と
未
遂
規
定
」
早
稲
田
法
学
会
誌
二
四
巻
、
昭
和
四
八
年
、
早
稲
田
大
学
鶴
田
交
書
研
究
会
編
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆

記
』
「
解
題
」
、
同
書
第
－
分
冊
所
収
、
昭
和
五
一
年
を
参
照
。
と
く
に
刑
法
草
案
審
査
局
以
降
に
つ
い
て
は
、
吉
井
蒼
生
夫
「
旧
刑
法
の
制
定
と

『
皇
室
二
対
ス
ル
罪
』
」
神
奈
川
法
学
一
三
巻
三
号
、
昭
和
五
三
年
を
参
照
。

　
以
上
、
前
掲
『
目
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
』
第
N
分
冊
。

　
「
刑
法
草
案
修
正
稿
本
」
「
刑
法
審
査
修
正
第
二
稿
」
（
以
上
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
、
「
刑
法
草
案
修
正
稿
本
」
「
刑
法
修
正
案
　
全
し
（
以
上

法
務
図
書
館
蔵
）
、
な
ど
に
よ
る
。
審
査
修
正
過
程
に
お
け
る
諸
草
案
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
差
当
り
前
掲
吉
井
論
文
な
ら
び
に
早
稲
田
法

学
本
号
所
載
浅
古
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
八
年
三
月
の
司
法
省
伺
お
よ
び
こ
れ
に
付
さ
れ
た
司
法
省
原
案
が
、
注
（
2
4
）
に
掲
げ
た
如
く
、
雇
人
に
よ
る
家
長
の
財
物
の
「
私
借
」
を
「
費

用
受
寄
財
産
条
例
」
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
両
者
の
横
領
罪
と
し
て
の
共
通
性
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
前
期
に
お
け
る
コ
雇
人
」
の
盗
罪
（
藤
田
）

四
四
七


